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本研究の第 1 報をだしてからすでに 4 年余を経過した。この 4年間における私有林経営についてのいろ

いろな研究や経験によって，第 1 報で提示した家族経営の形での私有林経営の計画の立て方における問題

点が漸次明らかとなってきた。本報では，これらの問題点の検討を通じて，あらためて経営計画の立て方

を考察し，現実の経営に一層接近したものとすることを意図した。

第 1 報におけるとくに大きな問題点としては，第 1 に，山林の施業技術的な観点よりする調査や検討が

はなはだ不十分であったことがあげられる。このことは，第 1 報でも残された問題の第 1 点として指摘し

ておいたところであって，これは第 1 報では計画の具体的な姿を描きだすことよりも，当時最も欠けてい

たと思われる経営経済的な観点よりする計画の立て方に焦点をしぼったためであった。 しかし， 地に着

いた経営の改善のためには農家経済全体についての調査とともに，個々の林分について正確な調査を行な

い， これに基づいての技術的な検討を積み重ねていくことが必要であることはいうまでもない。 本報で

は，このような例々の林分における現地での技術的な調査とその検討からえられた結果を，農家経済全体

の視点から総合的な調整を行なって具体的な計画にまとめていくとし、う手順をふむことによって，第 1 報

の不備を補うことにした。

第 1 報における問題点の第 2 は，数十年にわたる長期計画のみを対象としたことである。これに対して

は，不確実な要素が多く入り込んでくる長期のみを対象として実行の可能性がある計画を作ることには少

なからず無理があり，そのような計画を作ってみても，その計画にどれだけの意義があるだろうかという

批判がある。しかしこの批判には当たっている面と当たっていない面とがある。当たっている面として

は，計画を作るということが，農家に山林経営についての具体的な処方築を与えると L、う役割のみに注目

すれば，変転してやまない農家経済の実態に即して，それに適合する形での経営計画は，予想がある程度

客観的になしうる短期を対象としたものでなければ現実にはあまり役だたないことは否定できなし、からで

ある。こうしたことからすれば，ー詳細な内容をもっ計画は短期を対象とし，長期を対象主するものは，そ

れを補足ないしは短期計画をより完全なものとする役割をもっ二義的なものとみることが妥当となる。し

たがって，長期と短期を区別せずに，しかも計画としては二義的な長期的なもののみをとりあげたのは第

1 報の大きな欠陥だというふうにいえるo 計画というものが，経営活動を細部にわたって規整する手段と

考えるならば，計画の主体は短期とならざるをえないのは明らかである。こうした考えから，本報では計

画を短期計画と長期見とおしの 2 つに分け，主体を短期計画におくことにした。
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しかし，このことは第 1 報に対する決定的批判にはならない。この批判には当たっていない面もあるか

らであるO その 1 つの面は，計両作成技術からくる制約を見落としているということである。上述したよ

うな役割jを果たしうる計画を作るには，詳細な実態調査， とくにiJ~林の地況や林況に関する広はんな実測

を含む詳細な調査に基づく正確なデータを必要とする。データが不正確であれば，形式的にいかに完備し

た計画を作ってみても，それによって実行を規整することはむしろ危険であるといわなければならないれ

第 1 報におけるモデルでは，有効な短期計画を作るに必要な IlJ林の正確なデータが欠けていたの有効な短

期計画は，第 1 報の場合作りょうがなかったのである。

それならば，第 1 報での計画は何をねらったものであるかとし、う疑問が当然生じようのここに第 2 の面

が関係してくる。それは，何のために計画を作るかということである n この点でまず考えられるのは，国

有林とか大企業で作っている経営計画と私有林，とくに本研究の対象であるような農家有林の経営計画と

は，計画を作ることの目的が必ずしも同じではないということである。国有林などでは，ずっと以前から

計画的経営が実行されており，そこで立てられる計画は，情勢の予期しない変化にある程度対応できるよ

うに多少の弾力性は許されるにしても，だし、たし、そのまま実行されるものであることが要求されている。

これに対して，農家有林の場合には，国有林におけるような意味での計画的経営はほとんどされてきてい

ないのが実情である。このような実情にある農家有林の経営では，何よりもまず，計画的経営のたL、せっ

さというものを農家に認識してもらうことが先決であり，その認識のヒに立って合理性のある経営の活動

方向に漸次近づけていくというノレートを通ることが必要なように思われるの飛躍は必ずしもよい結果をも

たらすとは限らない。計画を作ることのねらいは，このように経常の発展段階に応じて変化する。ねらい

が変われば当然計画の作り方も変化する。

ところで，生産期間の長期性を特徴とする林業生産では，計画的経営のたいせつきを認識してもらうた

めには，それがいかに不確実なものであるにせよ，長期的な観点に立たざるをえない。長期的観点に立つ

経営の活動方針なり見とおしを計画と呼ぶことには問題があるかもしれないが，農家有林の経営の実情か

らすれば，ともかく，こうしたものが先行し，後の段階として，本来の意味における計画が短期を対象と

して作られるのが順序であろうれ

長期計画は，たんに山林の計四J的経営の必要さの認識に役だてることにねらいがあるわけではないっそ

れに続く段階として，その認識を具体的な経営活動にどのように反映させるかということがでてくるが，

それには，経営のこれからの方針を考えること，さらに，現在経営が当面している問題について長期の見

とおしに基づく適切な判断を下すことが要求されてくるη 長期計画の最大のねらいは，これらの要求に答

えることにある。

経常のこれからの方針を考えるには，数字で示されたよりどころなしに議論したのでは抽象論になるの

で，いかに不確実なものであっても，一応数字をはじきだして，そのなかから問題点をさぐりださなけれ

ばならないし，現在の問題について適切な判断を下すにも，長期的な見とおしが具体的に示されていなけ

ればならない。近ごろ政府をはじめ民間の大企業などでも，さかんに長期計画が立てられはじめたが，そ

れらのおもなねらいは，いずれもこの 2 点にあるといわれている。第 1 報における長期計画は，このよう

なねらいの達成に役だつことを期待していたわけであるO しかし本報では，短期計画作成に必要な山林に

関するかなり正確なデータが実測によってえられた関係もあって，その次の段階にある経営に役だつよう

に，本来の怠味における計画を短期について作ることに主体をおいたのは前述したとおりである。
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第 1 報における問題点の第 3 としては， 全体を通じて， 動態的な観点が不足していたことがあげられ

る。とくに実態の分析において，調査年度における実態の分析に集中し，過去における推移を動態的に分

析する努力をあまりしなかったことは大きな欠点であった。過去における年次的変化のなかから，将来の

発展方向をさぐる手がかりを求める努力を欠くことができないのは明らかであるc 実態の分析が静態的で

あったことの現われは，静態経済を前提とする限界生産力均等の法則の重視にもみられるη また，計画iの

ところでも，造林投資の効率の過当評iiDìや，伐Wlや間伐方法のきめ方における限界分析的手法の導入の仕

方に問題を残している υ 限界分析的手法の有用さを全面的に否定するものではないが，その有用きは，農

家有林の経営に関する限り，第一次的接近にすぎないことを反省しなければならないη もちろん第 1 報で

も，それらの手法が第一次的接近であると L、う説明はしたが，その限界をかなり甘くみた事実に対して反

省しようとし、うわけである。しかし，このような考え方には，あるいは多くの反論があるかもしれない。

わが国やアメリカなどでの戦後の研究をみると，林業経済関係では限界分析的手法がかなり多く用いられ

ているからであるのそれらの研究は. \，、くつかの仮定のヒに立つ抽象的なモデノレにおける合理的な経済活

動の解明には有効であろうが，経営をめぐる内外の諸条件が常に動きつつある現実のモデノレを対象とする

実践的な改善計画にどれだけ有効力、は少なからず疑問である。とくに，農家経済の一部門を構成し，それ

自体独立した生産経済体を組織していない山林の経常では. 111林部門の外部の動きが山林部門を動かす支

配的なカとなることもまれではなく，山林部門における利益の極大をめざしての活 ifUJはきわめて多くの制

約を受けているのが実情である。しかもここでいう利益は，短期静態下の利益ではなく，長期動態下での

利益である。このような事情におかれている経営を対象とする場合に，限界分析的手法の活躍舞台がかな

りせまいものであるのはやむをえないように思う。近ごろ盛んに使われはじめた線型計画(活動分析〉的

な手法についても，農家有林の経営を対象とする場合には同じようなことがし、えるであろう。こうした考

えから，本報では，形式的な美しさをもっ静態経済的な分析手法の採用を見合わせた。このため実態の解

明も，計画も，常識的な判断が前面に出て，内容がかなりドロくさくなったっ今後，計量経営学的分析手

法が発展し，動態下にも適用できる方法が見いだされ，しかもそれが高度な技術や複雑な計算を伴うこと

なしに，一般の人々にも使いうるようなものになるまでは，現場への応用を直接の目標とする改善計画の

立案方法の場合には，このようにドロくさいやり方をとらざるをえないだろう。

なおこのことに関連して，第 1 報では実態の分析なり計画を立てるとでの態度に若干の問題のあること

が指摘される。それは，実践に役だっ分析なり計画なりは，それぞれ個性をもった農家の生活に密着した

立場でなされなければならないということの認識に多少の甘さがあったということである。たとえば，そ

れぞれの農家が，自己の生活の維持ということからして山林をどのように見，過去において山林が農家の

生活にどのような役だち方をしてきたのか，また農家の生活の維持のために現在どのような問題に当面し

ているのか，その問題の解決には山林をどのように役だてたらよいのかといったことが計画の主題になっ

てくるのが本筋であろうと思うが，こういう点で第 1 報では多少の不十分さがあったとしうわけである。

第 1 報の基本的な問題としては以上の諸点が指摘されるが，そのほかに，第 1 報の応用上の問題点につ

いて少しふれておこう。というのは，本研究はもともと応用上の効果にかなりのウエイトをおいてなされ

ているからであるo 本研究が応用に移されるノレートとしては，直接山林経営者に流れる場合もあろうが，

おもなノレートとしては，県の林業経営の専問技術員をとおして林業改良指導員にいき，林業改良指導員が

山林経営者と共同して改善計画を作るという過程をふむことになろうっそうした場合，林業改良指導員が
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山林経営者に計画の作り方のみを指導し，実際の計画は山林所有者が r'lら作るときと，林業改良指導員が

山林経営者の意向を聞きながら作るときとがあろう。ところで農家有林の経営についての現状からすれ

ば，後者，すなわち林業改良指導員が主体となって作る場合が多くなるものと思われる。そうした場合農

家が，第 1 報における分析に必要な向家の経済内存なり経営内容をどれだけ正確に，また快く林業改良指

導員に示すかについて疑問のあることが少なくないn 主くにカネに関係した事項，たとえば部門別の販売

収入，家言|ー費，税金，経済余剰と L 、ったものはかなり聞きにくい。しかもこうしたものが正確におさえら

れなければ， 第 1 報でやったような分析は現実的な効果を期待できなくなってくるσ 第 1 報を発表して

4 年を経過し，その間研究普及課からの依頼を受けて専問技術員の協議会で一応の説明をしたにかかわら

ず，依然として専問技術員の段階にとどまり，ごく一部の県しか指導員の段階までいかなかったのは，前

述した立案方法の不備もあろうが，調査項目のなかに農家に聞きにくい項日が少なくなかったこ主や，分

析のやり方が複雑にすぎたことなどにも大きな責任があるように思う。

そのようなことに対する反省から第 2 報では，農家から聞きにくい項目をできるだけ少なくすることに

つとめるとともに複雑な分析をなるべくさけるようにして，応用上の障害をとり除くことにした。そのた

めに，分析自体はある面でかなり後退した感を免れないが，しかしこの後退は前述したように，どちらか

というと形式的な分析の後退ということであって. I-li林部門の計画の基本となる農家の生活に密着した面

からの分析では一歩をすすめており，このことは計画を地に着けるための基礎となる山林の現地における

技術的な検討のための事項に調査の主力を移したことと相まって，実践的な計画ということではかなりの

努力を払ったつもりである。実践的な計画を能率的に作るには，その効果にあまり多くを期待できないう

えに，かなり繁雑な手数と，農家の協力をえにくい調査分析事項を省時したとし、うわけである、要するに

形式よりも内容を，名よりも実をとり，それをできるだけ実行しやすいように，とくに農家に多少とも不

快の念を与えないようにということを意図したのが本報の特色といえるだろう。

なおこの問題に関連して，計画を作るものが山林経僧者ではなく，林業改良指導員などの指導者である

場合には，第 1 報のようにただ 1 つの計簡を作るだけでは不十分で，可能ないくつかの計画を経営者に示

すべきであり，経営者はそのなかから自分の経営に最適と判断したものを選択採用するといういき方をと

るのが本筋であるという考え方があるの 「経常に対しては第三者である指導者が，唯一最良の計画を個々

の経営者に示す，または押しつけることができると考えてはならない」とし、うわけであるn まことにもっ

ともな考え方のようではあるが，これには多少の問題がある。たしかに考え方の主旨そのものは議論の余

地のないほど筋のとおったものであると，臣、うっしかしそのことと，最終的に作りあげられる計画が l つで

あるか複数であるかということとの聞には直接のつながりはなしむしろ，問題は計画がどのようにして

作られたかということにあると思う。最終的に作りあげられた計画がかりに 1 つであっても，それの作ら

れる過程において当然遭遇するであろうし、くつかの経営活動の選択にさいし，まず選択のデータがいくと

おりか作られ，それをもとにして立案者と経営者がつねに話し合いによって一つ一つ選択をしていくとし、

うたてまえをとるならば，前述の主旨にはずれたものであるとはいえないように思う。経営者の意志のは

いった選択が立案の途中でなされるか，計画ができ上ってからなされるかという 2 つのいき方の問には，

あまり大きなへだたりはないと思われるからである。このように考えられるとすれば， どちらのいき方が

より効果的であり，能率的であるかということが問題になろう。どちらが効果的かということには，それ

ぞれ一長一短があって一概にはいえないように思うが，どちらが能率的かということになると解答は自明
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であるつしたがって一般には，立案がもし経営者との密接な連けいのもとにすすめられるような条件にあ

るならば，立案の過程での話し合いを前提として，最終的には 1 つの計画にまとめるといういき方をとる

のが適当となろう。しかも，この場合の立案の過程における両者の話し合いという前提は，後述するよう

に，もしこの前提がくずれれば応用上の効果がほとんど失われてしまうほどの大切な前提なのである一

I 基本的な考え方

農家がもっ山林の経営につし、て計画を立てることの第一義的なねらいは，農家の生活の安定的向上を合

理的に達成しようとすることにあるといえよう ζ このねらし、の実現に役だつように，農家経済の 1 部門を

構成する山林部門を今後どのように運営したらよいかを，農家や山林の実情に貝11 して具体的に示すことが

計画の諜題である。

このような課題に答えるには，医師が病気を治療する場合に，まず患者の身体を診察し，病名や病状を

判断し，適当な処方築を作って患者に与えるのと同じような手順を経ることが必要である。診察にあたる

ものが実態調査であり，判断にあたるものが改善のための問題点の検討であり，処方築にあたるものが計

画ないしは方針である。 したがって構成としては， 実態調査， 検討， 計画の 3 項に大別されることにな

る。構成の大筋を形式的にいえばこのようになるが，しかし問題は，その構成を貫く基本線がどんなもの

かを明らかにすることにある。計画の前提としての実態調査や問題点の検討における焦点はどこにあるの

か，それと計画との結びつきはどうなっているのかといったことを明確にしておかないと，いたずらに労

多くして功少なしのうらみを残すおそれがあるからである。農家経済，その一半を形成する経営部門は，

それが小規模であるとはいっても複雑な内容をもっているのが普通であり，質的にはもとより，量的にも

その全体を適確に把あくすることは非常に困難であり，多くの努力を必要とする。目的を意識しなレ漫然

たる調1tは絶対に避けなければならないし，また，調査，検討能力の限界というものも常に念頭におかな

ければならないο 農家のもつ山林の経営を考えるには，主業である農業部門の実態や改善策を同時に考え

なければならないことはたしかであるが，この分野で農業の専門家ではないわれわれの扱いうる範囲は限

られているO こうした制約のもとで， 焦点のはっきりした調査を能率的に行なうにはどうしたらよいか

は，事前に解決しておかなければならない問題の一つである υ こうした問題に答えるにも，全体を通ずる

基本線を描くことが必要となる二

本報ではその基本線を次のように描いてみた》まず実態調査からは，第 1 に，今後の山林経営の方向を

大きく左右するであろう問題点をみつけだすとともに，それが検討のために必要となるデータを求めるこ

とに焦点をしぼるc この場合，今後の山林経営の方向を左右するとはどういうことかを考えてみると，特

用林産物を除外すれば，一般には伐採量に直接影響を与えるものと，造林の規模や方法に影響を与えるも

のとがあげられよう。したがって実態調査としては前者に関係するものとして，これからの農家の生活の

維持のために，山林からどれくらいの伐採収入をあげる必要があるのかを見当づけうるようなデータを求

めること，それに対応して，山林における伐採可能量がどのような形でどの程度あるのかを明らかにする

ようなデータを求めることに焦点がしぼられよう。たとえば，農家経済の調査としては，経常的な家計費

をまかなううえで必要となる山林からの保続的収入の額とか，家族構成の変わり自の時期や，農業の機械

化，酪農導入などのために一時的に必要主なる山林からの臨時的収入の希望額などを見当づけるための調

査が主体となろう。後者に関係するものとしては，当面，造林にふりむけることのできる自家労働が農業
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労働との関連で何月ごろどのくらい見込めるのか，苗木代や雇用労貨の支払にあてうる資金の余裕がどの

くらいあるのかを判断できるようなデータを求めることと，やはりそれに対応して，造林適地が樹種別に

みてどのくらいあり，その造林のために必要となる労働や資金の必要量が，既往の林の保育に要するもの

と合わせてどの経度になるかがわかるようなデータを求めることとに焦点がしぼられよう。要するに，伐

採ならびに造林に関して，農家経済全体からは伐J采収入必要(希望)量と造林への労力，資金投入可能量

とが， 111林部門の実態調査からは，それに対応する伐採可能量と造林のための労力資金投入必要(希望〕

量とが与えられるような調査とし、うことになる。計画はこうして与えられた 2 種類の必要量と可能量との

間の最善の調整をめざして作られる。

ところで，この必要量と可能量とは，実態調査の結果から直接に導きだすとし、うわけにはし、かない。実

態調査でうかんできたいくつかの間題点の検討を経てはじめて判断できるのが普通であり，問題点に対し

てはそれぞれいくつかの対策がありうるしそのうちのどの対策をとるかによって必要量や可能量が違っ

てくるからである。さらに必要量と可能量との聞の調整についても，具体的な計画を作るまえに，大筋を

きめておかなければ，立案は難航するばかりであろう。かくして問題点の検討と調整の大筋をきめる作業

が，実態調査と計画立案との橋渡しをするものとして萱場することになるO この橋渡しの作業は，医者が

患者の治療にあたるさいに，病名や病状についての判断が医師の腕の見せどころとして最も重要なもので

あると同じように，扇のかなめの役割を果たすことになろう。必要量と可能量との判断ならびに両者の調

整の大筋をきめるということは，見方を変えれば，山林部門を含めた農家経済全体の立場から計画の具体

的目標と計|出iのわくをきめ， 1 Li林の経営技術の立場から，その目標とわく内において採択される技術の内

容をきめることともいえよう。

こうして目標やわくがきまり，そのわくの中に盛られる技術の内容が与えられれば，あとは山林部門に

おける各種の経営活動を，時間的ならびに場所的に，むだのないように，かつ無理のないように秩序づけ

ることによって計画が作られる。この計画は一般の山林経営では，伐採ならびに造林行為を中心にして組

み立て，必要に応じて土地利片1. 資金需給，労力利用の 3 つの面から組みなおすことになろうが，伐採な

らびに造林行為の秩序づけのさいに，これらの 3 つの面からの調整は当然織り込まれることになるので，

これが必要となるのは特別な場合に限られよう。

本報では計画を短期計画と長期見とおしの 2 本建とし，前者の対象期間としては 5 年聞を，後者のそれ

は主要樹種の l 伐期とした。このことは I でもすでにふれたことであるが，重要なことなので多少の重複

をいとわずに両者の性格と関連についての考えをのべよう。

いうまでもなく林業生産の特徴の 1 つはその長期性にある。したがって計画の基礎となる林業生産行為

の選択のあらゆる局面において，長期的観点を除外してなしうるものはまれで、あり，長期的計画の必要性

が農業やー般の企業にくらべて特に大きし、のは明らかである。林学において，長期的計画の立案方法を研

究する森林経理学が長い歴史をもって発展してきたのもこの現われである。しかし重要さがいかに大きな

ものであっても，長期的計画には，期間の長くなるほど不確実な因子が多く入り込んでくるという欠陥を

免れることはできなレ。とくに農家の営む山林経営の場合には，将来の木材価格や林木の成長の予測が不

確実であるということに加えて，計画を大きく動かす農家経済自体の予期できない変化がおこりうるため

に，一層長期的計画のもつ欠陥が大きくクローズアップされてくることになる。計画というからには，事

前に実行の可能性についての十分な吟味が欠きえないとすれば，変転してやまない農家経済の実態に即し
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て数十年にわたっての計画を作ることの可能性はきわめて之しいといわなければならない。したがってそ

のような意味での計画は，実行の可能性についての吟味がある程度なしうる短期 (5 年間〉を対象として

作り，一方，長期的観点に対する切実な要求に答えるものとして，それとは性格の~ì1なった長期見とおし

を作るという 2 本建てとしたわけである。この場合の長期見とおしとは， 111林経営の将来の姿とそれに至

る過程とを大まかにデッサンしようとするものであって， このデッサンは， 山林経営をめぐる諸条件の

予期しえない変化から，実行とはほど遠い絵にかいたそチにとどまるかもしれないものではあるが，技術

的に細心の注意を払って描かるべきであるし， またそうするだけの価値がある。 これは 2 つの理由によ

る。 1 つは，現在の問題についてより適切な判断を下すため，いいかえれば短期計 l耐をしてより完全なも

のとするためであり，他は，これが山林所有者に経営的なものの考え方の重要さを卒直に訴えるための有

効な手段となることが期待されるからである。

以 t二がm-vでのべようとすることの基本線である。この基本線に沿って立案の手順と項目を下のよう

に構成した。

実態調査一一一一一一一→検討一一一一一一一一→計画

1. 地域の特色

2. 対象農家の実態

lｭ農業部門111林 F
家族構成
(労働配分)

直一 1 地域の特色

1. 農家全体として当面

している問題の検討

2. 111林の施業技術面に

おける問題の検討

田実体調査事項

1. 短期計画

2. 長期見とおし

いかなる農家経済，さらにはその一部である山林経営らそれの所属する地域経済から孤立して営まれ

るものではないということからこの項目をとりあげたが， この場合， 地域の問題に漆入りする必要はな

く，大まかに地域の白然や産業についてみられる特色をあげる程度で一般にはことたりるであろう。たと

えば，その地域の自然、的，経済的立地はどんなふうであり，そこでの農家のタイプはどんなものが多レの

か，地域として当面している農業 tの問題としてはどんなものがあり，どんな方向に動こうとしているの

か，林相はどんなふうであり，林産物の市場はどうなっており，雇用事情はどうなっているかといったこ

となどを端的に表現するといった調査が考えられる。

ただ，ここであらかじめ断わっておきたいことは，これから作ろうとする計画家は，対象農家の山林経

営に役だてることのみを意図しており，したがってできた案を第三者に見せるということは全く考えてい

ないことである。もし第三者にも役だてる案を作るとすればこの項はもっと詳しく調査する必要もでて

くるであろう。

J1I-2 対象農家の実態

これは前述したように経営規模，農業部門，山林部門，家族構成および労働配分などの諸項目に分かれ

るが，これらのうちで山林部門は実態調査の主体となる関係上別の項目で扱うことにした。

m-2-1 概要

ここでは実態調査の結果を要約してのベる。したがって本来は実態調査の末尾につけるのが順序である
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が，いきなり細かな調査内容の説明にはいるよりも，まえもつである程度の予備知識をもって調査内容を

読んだ方がより効果的であるとの考えから. 11慎序を逆にしてトップにもってきた。ここでは対象農家がど

んなタイプの農家であり，営んでいる林業の特色や，農家の当面している主要な問題点などをあげる。

JII-2-2 経営規模

この名称はあまり適切ではないが，農家の生産経済の基盤である土地，労力，資本財などについてのベ

る。土地については自ら所有し経営している耕地や林地の面積のほかに，貸付，借入，共有地などもあげ

る。労力については後に家族構成の項で詳しくでてくるので，自家労力の能力換算値のみをかかげる。資

本財については犬家畜と大農具，とくに動力農機具をあげ必要に応じてその他の固定資本財をあげる。こ

れらの資本財はたんに現状を調べるだけでなく，これからの導入予定についての農家の希望を聞く必要が

ある。というのは，導入のためには多額の資金が必要であり，その資金源として山林の伐採が考えられる

場合が多いであろうし，また導入によって労働配分が大きく変わり，その結果が山林への労働投入に少な

からず影響することがありうるからである。

JII-2-3 農業部門

1) 作目別作十l 面積

耕地がどのように利用されているかを示す。

2) 農産物別組収益

耕地利用の成果として，どのような農産物がどれくらし、えられたかを金額で見積もる。豊凶や価格の関

係で変動が大きい場合には過去数年間の推移を聞く。なお調査技術ヒの問題として直接農家より聞くこと

が好ましくない場合一一実際にはこうした場合が少なくないであろう Fーーには，作目別作付頭積にその地

方の平均収量や平均単価をかけて求めることも一つの方法かと思うが，この項目はそれほど重要な事項で

はないから多少とも無理がある場合には省略しでもよいと考える。 ワラ加工品のごときものがあるとき

は，それが山林に影響することがあるので注意を要する。たとえばワラ加工品があるときは，冬期間の林

業労働(製薪炭，枝打)に直接ひびくばかりでなく，有機質肥料源の不足から落葉などへの依存度が大き

くなることがありうるからである。

3) 農産物別販売収入

同じく農産物であっても，白給にあてられるものと販売して現金収入をえるものとでは農家経済におけ

る役割に違いがあり，とくに山林経営との関連では商品化されるものの種類や現金収入額を知る必要があ

るということで本項をとりあげた。しかし本項の関取りは 2) 以上二に好ましくない;場合が多いと思われ

るので，立案者が農家の家族構成などの状況より自給にあてられる分を推定し，それを 2) よりさしひく

ことによって求めることも考えられる。 これものと同じく最近数年間の推移をおさえることが望まし

い。また，場合によっては本項も省略することがありうるであろう。

4) 主要農業部門の性格と動向

農業部門の調査のしめくくりにあたるもので. 1) ~3) によって明らかにされたこの農家の生活をさ

さえている主要農業部門について， その経営的性質， たとえば労働の集約度とその季節性はどんなもの

か，資金を多く要する性質のものか，地力維持にどんな配慮を必要とするものか，作柄や価格の安定性，

将来性はどうか，林野利用との関係はどうかといったこ主などについて検討し現在どう L、う問題に当面

しているかを明らかにする。なお，ここで提起される問題としては，その対策を考えるにあたって直接ま
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たは間接に山林経営に少なからぬ関連があると予想されるものに限定することが適当であるO

たとえば主要部門が水稲作である場合には，積雪寒冷地帯を除けば一般には稲作労働が林業労働と競合

することは少なく，資金の商でも動力農機具の購入といったときのほかは林業収入への依存度は少なし

地力維持のためには|林から有機質肥料の材料を供給する必要性は畑作にくらべると少なく，寒冷地や災害

常習地を除けば作柄は比較的安定しており，価格は一層安定していて収入の変動をIU林からの伐係収入で

調節しなければならないということはまれにしかおこらないο したがって特別の場合のほかは，稲作部門

から検討を要する大きな問題がでることはまれであろうが，養蚕.M農，そ菜，タパコ作などが主要部門

である場合には，労働の面で(養蚕労働と下刈り労働の競合など)，資金の面で(乳牛の購入など) .地力

維持の面で(桑畑やタパコ灼!の有機質肥料源としての落葉，下草など). 収入の安定性の面で(まゆ価や

乳価の変動など〕直接，間接に山林の伐採，造林，作業種などに影響する問題の生ずることが少なくない

であろう。

班-2-4 家族構成

経営の主体である家族の状況を生産人口(自家労力数〉と消費人口という視点から現状を調べるととも

に，予想される今後の変化を追求する。家族構成の変化は，多くの場合山林の伐採によってまかなわなけ

ればならない険時支出の増加を伴い，また山林に投下しうる自家労働量にも少なからぬ影響を与える。こ

うしたことから，家族構成の変化は山林の経営計画の内各を左右する決定的要素のーっとなることもまれ

ではない。したがって本項の調査はとくに入念にする必要がある。この調査のねらいや方法については下

記の 2 つの文献制制を参照されたい。

なお自家労力の表示にあたっては，性別，年齢別人数の記載のみではなく，農林業に専F'iに従事する成

人男子を 1 とする能力換算を，換算表から機械的に読みとることなく，実態に合わせて見積もることが肝

要である。また，林業経営ないしは林業労働の主要な担当者を明らかにしておくとともに，準家族ともい

えるような常雇や兼業の状況などについても調べる。

lli-2-5 労働配分

家族経営においては，自家労力がどのように使われているかをみ，そこでの問題点をさぐりだすことが

経営改善を考えるにあたっての重要な調査事項の 1 つであるといえる。ただし. 1 つの家族経営のわく内

においても，自給生産の割合の高い農業部門と，商品生産の割合が高く，かつ資本経済的配慮が重要な林

業部門とでは，自家労力の配分と経営改善との聞の関連に多少の性格の相違が認められ，さらに山林労働

投下量の年次的変化が大きいことや，労働の種類が比較的単純な技能ですましうるものが多いことなどと

相まって，自家労力との結びつきが農業部門より若干薄れて，雇用労力を受け入れやすいとし、う事情にあ

ることは否定できない。しかし，これも農業部門との比較においてそういえる場合があるということであ

って，自家労力の労働配分の問題が山林経営の改善を考えるにあたって中心的なものの一つであるといえ

よう。したがって自家労力の部門別，月別労働配分の実態をなるべく詳しく調べる必要があるが，実際問

題として，農家が労働日記l阪でもつけていなし、かぎり，この調査にはかなりの困難を伴う。間取りによっ

て無理して調べてみても，その精度には多大の不安がある。そこで，便法として農業労働に関しては，農

家からの間取りによらずに，作目別作付面積などをもとにして，主要作物についてその地方における標準

*1 紙野伸二. ，農家林業の経済分析，林試研報. 106 号. 12-16 ページ

*2 中野正雄:あすの農業経営. 189-192 ベージ
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的な月別にみた反当り作業日数をJ+j~、て立案者が推定しそれを農家にみせて検討してもらうといういき

方が考えられる。林業部門については，本研究の対象であるような小所有の場合には，種類も投下量も比

較的少ないし，また反当りの労働投下量も幅が大きいので，直接農家より聞き取ることが可能であり，そ

の必要も大きいと考えられる。

以上のようにして調べた自家労力の部門別労働配分に合わせて，雇用労力による分を調べ，それらをも

とにして自家労働および雇用労働の総投下量，標準労働日数を超過する月，それを下回る月，林業労働と

農業労働とが競合する月およびそのとき競合する作業の種類などを明らかにする。なお，林業労働が年に

よって大きく変動する場合には，その状況をたしかめる。

班-3 山林部門の実態

1lI-3-1 現地調査事項

山林部門の実態はあくに調査の重点を移したことは第 2 報の特色の一つであるが，ただここであらかじ

めいっておきたいことは，山林の実態を詳細に調査するには 5 ha くらいの所有規模の場合であっても，

かなりの日数を要することが少なくないにかかわらず，それだけの日数を山林調査にあてることはできな

い場合が多いと思われるので，はじめに調査の目的を明確にし，その目的を達成するために必要な調査に

限定することと，同じく必要な調査であっても，その重要度に応じて調資の精度を加減するといった調査

上の工夫をしなければならないことである。

調査の目的としては， nでのベたように，とくに重点がおかれるのはさしあたりの伐採可能量がどれく

らいあるのか， 0-1林の施業改善のために必要となる資金や労力の投入量が側々の林分ごとにどれくらいあ

るのかといったことを，見当づけられるような技術的なデータをできれば序列をつけて幾とおりか示すこ

とと，過去において， 111林が農家の生活にどのように役だてられてきたか，今後はどのように役だてるこ

とが期待され，また期待しうるのかといったことを検討できるようなデータを求めることである。したが

って，この目的を達成するうえでの重点調査事項としては，主伐および間伐可能材積を林地7]IJ，樹種別に

調べることと，土壌調査などによって樹種別造林適地面積を林地ごとに調べること，下刈り，枝打ち. jjJj 

芽整理などの保育を必要とする面積や保育の方法を林地ごとに検討すること，過去における伐採がどうい

う目的のためにどういう林からどれくらいされてきたか， 111林の落葉や下草の利用状況はどうであった

か，造林はどのようになされてきたかといったことがあげられよう。

これらの調査が行なわれれば，さしあたりの農家の実態に対応する山林部門における当面の計画(短期

計画)を摘きだすための基礎的なデータが一応与えられることになろう。しかし，これだけでは短期計画

とならんで車の輸の 1 つとなる長期見とおしは描けないし，短期計画自体も長期的な観点が不十分にしか

はいらないという点で不備なものとなる。これらの不備を補うために，第 2 段の調査事項として，当分伐

期に達しない林分の樹種，林齢，成長状況(できれば見込材積や見込成長量)その他施業に関係ある事項

を林地別に調べることが必要となる。

以上の調査事項を森林現況簿として林地ごとに整理するとともに林相図を作ることになるが，現況簿の

記載事項としては次のようなものが考えられる。

字名，林地番号，面積， (土壌)，樹種，林齢， (直径範囲)， (材積)，成長状況. (成長量)，過去の利用

施業状況，その他施業に関係ある事項，今後の施業方針。

( )で示したものは必ずしも全林地について調査する必要のないもので， 土壌は林種転換候補地の
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み，直径範閥は現在伐採可能な状態にある林分，材積，成長量は現在伐採可能な状態にある林分を主とす

るが，可能ならばそれ以外の未成熟林分の一部を対象とする。過去の利用施業状況は，伐採年度，当時の

林相，伐採動機，現林分の施業方法，下草，落葉，枝の利用状況などのうちで必要な事項をあげ，今後の

施業方針は，たとえば林分内に技術的にみて林転適地があるとすれば，造林樹種とその林転可能面積，造

林実行上とくに注意、を裂する事項などをあげるが，この場合いくつかの造林樹種が考えられるとすれば，

純造林技術的見地から序列をつけて示す。また成林過程にある林分では保育の種類別必要回数や必要量な

どを示すが，レずれにしても，ここで今後の施業方針を確定してしまうわけではなく，確定のためのデー

タを示すことや，施業技術上の問題点を見いだすことが目的であるから，その B的にかなうような記載を

することが望ましい。

m-3~2 I Li林部門の調査の総括

上述のようにして林分ごとに現地で調査された結果を，検討や計画のために扱いやすいように総括する

ことになるが，このさいの総括のしかたは必ずしも一様ではなく，山林経営のタイプや調査の精度などに

よって異なる弾力的なものになろうが，一例をあげれば次のようなしかたもあろう。

1) 山林の大要

ILi林の現況を大まかに示すために，林相別面積，樹種別材積および成長量(これらは実測してない林分

が含まれているので概数を見込みで示すことになろう)などを凶または表で表わすとともに，林相にみら

れる全般的な特色とか成長状況などを簡単に説明する。

2) 林相7:lIJ (樹種別)齢級表と伐採可能材積

長期見とおしの基礎となる齢級表と短期伐採計画の基礎となる当面主伐可能な箇積および材積ならびに

間伐可能な材積を樹種目1]に一括して示す。このさい伐採可能な林分に順位がつけられる場合には，その伐

採順位にしたがって林分ごとの伐採可能量を示す。伐係順位の技術的な判定方法については後述(V-1-1)

する。

3) 造林適地と要保育面積

山林への資金や労力投入計画の基礎となる造林適地や要保育面積を樹種別に一括して示すとともに，対

象林分に順位がつけられる場合にはその順位にしたがって林分ごとに示す。この場合の造林適地順位は純

造林技術的見地からの順位で予想、伐採年度とは無関係なものである。現在針葉樹林であるところは，立地

に不適合で棒j種変更を要するもののみ記載する。

4) 施業方針における問題点

現況簿における今後の施業方針の項で，いくつかの施業方針が考えられている場合，それらを整理して

問題点をあげる。

5) 山林利用および造林の動向

過去少なくとも 5年間について伐採量，製炭量，造林量などがどのように推移してきたか，その伐採の

動機がおもにどのようなものであったか，造林がどのような方法でどのような所にどのような労力を使つ

てなされてきたかなどを樹種別に総括して示すとともに，自家用や農業用にあてられた薪炭材，ソダ，落

葉，下草などの年平均採取量を示す。そのさい農業用にあてられたものは，農業のうちのどの部門にどの

ような目的で使われたかを示す。なおこれらの自家用ならびに営農用資材採取量については，今後変動が

予想されるとすればその程度を付記する。
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この項での調査結果からは，過去において山林が農家の生活にどのように役だてられてきたか，いし、か

えれば，山林部門が農家経済のなかでどのような位置をしめてきたか，すなわち，山林部門が他の生産部

門とくに農業部門との閲にどのような関係がみられ，また，家計に対する役割jはどうであったかというよ

うなことから，農家経済が山林部門にどのような生産目標を与えてきたかを具体的に知ろうとする意図も

含まれている。

W 検討

実態と計画との橋渡しをするのが本項の課題であるが，この橋渡しは 2 つの側面からなされる。 1 つは

農家経済全体の側面から，他は山林部門における経営技術の側面からである。前者は必要量と可能量の聞

の調節を通じて，計画に対して数字で示された具体的目標とわくを定めようとするものであり，後者はそ

の目標とわく内において採択される技術の内容を定めようとするものである。計画はこの 2 本の柱を中心

にして組み立てられた家屋のようなものである。

IV'-1 農家経済全体として当面している問題とその対策

ここでは，実態調査において浮かびとがった諸問題のうち，今後の農家の動向を左右するような重点事

項を集約してその対策を山林利用との関連において検討し，前述したように計画の具体的目標と計画のわ

くを数学的に見当づけようとするものである。

ここでとりあげられる問題がどのようなものであるかは，もちろん対象農家ごとに違ってくるであろう

が，問題の見つけ方，集約の仕方には共通していえる面も若干ある。

山林は農家にとって最善の備蓄資産の一つであるといってよいだろう。したがって備蓄資産としての最

善の活用をはかることが山林経営の目標のーっとなるO こうした見地からまずとりあげられるのは，今後

予想される家計や営農ヒ必要または希望される臨時支!刊に関連した問題である。たとえば，家族構成の変

化とか，機械化や農業経営仕組みの変化とか，主要農産物の大幅な価格下落とかは，当面少なからざる臨

時支出を伴うことが静通である。これらの問題の検討の結架から，短期計 lilIÎにおける伐採必要量がきめら

れることも少なくないであろう。

ついであげられるものとしては，家族経営における基本的な経営要素の一つである自家労力の現状とそ

の労働配分のあり方から生ずる問題であろう。農家にあっては自家労力が1I1林部門より農業部門に優先的

に投入されるのは否定できなし、。その結果として，農業において機械化とか経営仕組みの変化がなされれ

ば，山林に向けうる自家労働の時期や量に変化をきたす。そのような農業における変化がなくても，自家

労力の保有量はたえず徐々にあるいは急激に変化していく その変化の影響を最も強く受けるのは山林部

門となる。山林労働は農業労働よりも自家労力と雇用労力との問の選択が自由になされうるということは

考えられるにしても，こうした自家労力における事情の変化が山林経営の集約度に与える直接の影響は大

きいのみならず，自家労力の変化は農業経営の内容を変化させる要因となり，その変化の過程において臨

時支出の増加に結びつくことも少なくない。

以上の 2 つのものは， どちらかというと山林部門が副次的な位置にある場合を対象としているが，山林

部門が主要部門の一つであるときには一一このようなときには，農家の現金支出の大半が林業収入によっ

てまかなわれるのが普通である一一以上の 2 つに加えて， 11淋部門に内在する問題が農家全体の動向を左

右することもおこりうる。たとえば，製炭が主要現金収入源であるときには，炭価の下落とか，製炭資材

の減少とかいったことが農家の生活に大きく響くこともあるだろう。
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なお当面農家の生活が安定しており，かつ大きな変化が予想されない場合には短期計画よりも長期見と

おしの方が実践的意義が大きくなり，長い眼で見た生活の安定的向上を山林部門の経営改善によってはか

るにはどうしたらよいかとし、ったことが計画の主題となってくる。したがってこの場合の問題としては，

たとえば林種転換とか特別林産を推進することの是非といった林業部門に内在する問題が農家経済全体と

の関連においてとりあげられよう。第 1 報におけるモデル農家はこのような事例にあたるものであった。

これらの視点のほかにも，検討に値する重要な問題が生じようが，問題の所在をさぐるうえで見のがし

えない共通の視点としては以上の諸点があげられよう。

このようにしてさぐりだされた問題に対する対策をどのようにして立てるかについては，問題が個別的

なために一般的にいえることは少ない。ケースパイケースでいくより仕方がないが，ただここでいってお

きたいことは，それらの対策が山林部門の実態にRIJ して検討され，山林部門の計画にだし、たし、そのままの

形で無理なくはいりうるようなものであって欲しいということである。たとえば，家族構成の変化によっ

て今後数年間に相当多額の|臨時支出を要し，しかもその大半を山林からの収入に依存せざるをえない事情

におかれた場合，その要求に山林が答える可能性があるかどうか，かりにその可能性はあるにしても，そ

れに答えることが山林の構成にどのような変化をもたらし，その変化がその後の農家の生活に支障をきた

すおそれはないかといったことが検討され，それらの総合的判断によって妥当な額を見当づける。ここま

でし、かなければ，実態と計画との聞の橋渡しをするとし、う本項の課題は達成されなレわけである。

lV-2 山林の施業技術面における問題とその対策

山林の現地調査において，今後の施業方針を林分ごとにきめていくさいに問題となった技術的な事項を

あげて，その対策を検討するわけであるが，これが計画を地に着いたものとするために欠きえないもので

あることは繰り返しのべてきたところであるc

ところで，林分ごとの施業方針をきめるには 2 つの段階を経ることになる。最初の段階は，たとえば伐

採跡地が対象となった場合，そこにある樹種を造林するとどのような成長を示すであろうか，またその造

林にはどれくらし、の手聞がかかり，成林の過程でどのような技術たの問題が生じうるであろうかとし、った

ことを，土壌を調べたり，伐採前の林相を聞いたり，付近の同じような立地にある造林地の成林状況を見

たりして判断するのこの場合，異なる樹種や造休，保育の方法が対象として考えられれば，それらについ

ても同様の判断をするn つぎの段階では，こうしてえられたいくつかの技術的な判断に基づくデータを農

家経済の実態にてらして経営経済的な評価を行ない，そのうちのどれを選ぶかをきめることになる。この

ように，ここで検討される問題としては，選択の対象となる技術的なデータをえる段階でのものと，技術

選択の段階でのものとの 2 つに区分されるが，前者は純然たる技術研究 kの事項なので，ここでは後者に

ついてのみ簡単にふれておこう。

技術の経営経済的評価の出発点となるものは，その技術がどのような経営経済上の特徴をもつものであ

るかをみることであろう。このためには，農家有林の経営の立場からみた技術の分類が一つのよりどころ

となると思われる。

山林経営に使われる技術には，資金(資材)や労働を多く使って，単位面積の山林からの粗収入を増す

ことをおもなねらいとする増産技術と，使った資金〔資材)や労働の割合に粗収入を増すことをおもなね

らいとする能率技術とに大きく分けられるのまた，同じく増産技術であっても，資金を多く使う技術と，

労働を多く使う技術とでは農家経済の立場からみると意義を異にするので区別されるつ このような分類
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は，たとえば，自家労力には余裕があるが山林面積が小さいときには労働多投的な増産技術が選ばれる可

能性があり，大面積の山林経営では能率技術が選ばれる可能性があるといったように技術の選択における

一つの指標となる。

労働の質ということからみると，労働が単純で特別な技能を要しないものか，複雑で特別な経験や技能

を要するものであるかといった区分も，技術選択に関係してくる。どちらかというと成人男子の労働に関

しては雇用労力は前者に適し，自家労力は後者に適することが多いが，これには伐倒や択伐林の枝打ちの

技術のように例外もある。

また，林木独特の性質として収穫期や収穫方法を白由に調節できる幅の大きいことよりして. 1 林分か

らの収入の入り方が断続的になるか保続的になるか，あるいは生産期聞が長いか短L、かといった見地から

の区分も考えられる。経営のねらいが，山林の資産としての効果を重くみるときとか，大面積の経営では

1 林分からの収入は断続的であってもよいし，生産期聞が長くてもよし、場合もあるが，小面積の山林から

保続的に収入をあげたいときには，この見地からの区分が技術を選ぶときの重要な指標となってくるc

さらに労働を必要とする時期がし、っかと L、う見地からの区分も，農家が営む林業の場合には農業労働と

の関係で重視されようわ

農家経済の立場からみた山林で使われる技術選択に役だっ分類の基準としては，これらのほかにもいろ

いろ考えられるであろうが，一応ヒ記の基準に基づくある技術の特徴を択伐作業を例にとってあげてみる

と，一般には，第 1 に労働多投的増産技術であり，第 2 にやや複雑な，経験や技能を要する技術であり，

第 3 に収入をより保続的にする， 生産期間を短くする技術であり (生産期聞を短くするといういいかた

は，保有蓄積が大きくなることからすると問題もあるが)， 第 4 に農業労働との競合が少ない技術である

といえる C したがって別の見方ーからすれば，能率はあまりよくない技術であり，少なくとも育成の段階で

は雇用労働には適さない技術であるといえる。なおこれにつけ加えれば，用材林の場合には，年輪帽のそ

ろった大径木が有利に売れる市場の存在と， 伐出事業の非能率を克服できる搬出に便利な位置にあるこ

と，伐倒や枝打ち作業の熟練者がえられることなどの条件が加わろう。

このようなその技術のもついろいろな特徴が，農家の事情に応じて比較検討されて今後の施業方針が一

応きめられていくわけであるが，これだけでは十分でなく，山林全体としての技術の体系化すなわち経営

仕組をどうするかという面からの検討も必要な場合がでてくるであろう。というのは， うえにのべたこと

は， どちらかというと個々の林分の施業技術についての検討が主となっているが，個々の林分は一つの農

家有林という有機的な構成体の一部分にすぎないので，林分相互間の有機的なつながりを見落しがちであ

るからである。森林経理学において作業級あるいは錨業団に関する事項が重視されているのは，一つには

このような山林全体からする個々の林分の有機的なつながりを整備する必要の大きいことによるものであ

るといえよう。しかし，小面積の農家有林の場合には，森林経理学で諭ぜられているほど全体的視点が重

要であるかどうかには少なからず疑問がある。作業級とか施業団とかし、ったものはあまり問題にならない

で，個別林分として考えられる施業方法のウエイトが高いとみられよう。本報で，山林の調査も技術の検

討も個別林分を対象として行なったのは，そうした考えによるものであるが，そうはいつでも，全体的視

点を軽視してよいというわけではない。少なくとも，将来，山林の構成内容をどのような方向にもってい

くのが経営技術的にみて望ましいかといったことは，長期見とおしを立てるうえで欠きえないばかりでな

く，短期における造林計画にも関係するので，個別林分での施業に関する検討結果を，あらためて，全体
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的，長期的視点、から検討しなおす必要がでてくるc

ところでこの検討が，これまでの調査や検討の結果だけからどこまでやれるかは問題である。将来の樹

積橋成や作業法などはある程度描けるにしても，それ以上に立ち入って検討しようとすれば，長期見とお

しをいくとおりか作ってみることを要しようのしかしこれでは循環論になるので，立ち入っての検討は長

期見とおしの作業の過院で行なうことにし，もし，そのさい問題が生ずればふたたひ、まえにもどって検討

しなおし計画を修正していくとし、う試行錯誤の方法をとらざるをえないように思う。

V 計画

これまでの作業で，計画の具体的目標とわくならびにわくの中に感るいろいろな部品がえられたの残さ

れた作業は，部品をわくの中に一定の秩序をもって無理のないように，しかもむだのないように場所的な

らびに時間的に配列することであるe

この作業はかなり詳細な内容をもった短期計画と，大まかに将来の姿やその聞の推移をデッサンする長

期見とおしの 2 つに大別される。

V-1 短期計画

シイタケ，クリ，タケの栽培といった特殊な場合を除けば，一般には短期計画は伐採計耐と造林計画と

に分けられ，その計画期間としては 5 年間くらいが適当であろう。

V-1-1 伐採計画

これは， IV-1 における検討の結果定められた伐係予定量を， 個々の林分に割りあてることによって作

られる。すなわち，現況簿の今後の施業方針の欄で伐採可能となっている林分を個別にあたって，優先順

位の高いものから計画に編入していくことになるのここでの問題の 1 つは，優先順位をどうしてきめるか

ということであるが，その一例としてパイエノレン国有林の施業案編成規程に示されているものを掲げると

次のようであるの

いかなる林分を伐採予定に編入するかは，まず絶対的伐採の必要度，伐採順序の関係，経済上の伐採必

要度および成熟期によって定める。伐採予定編成の要求11慎序をあげると，

a) 林相が衰退した過熱林分や過去においてすでに更新する予定であった林分

b) 過去に更新された残りの林分や保残木(これは傘伐林分における後伐のごときものをきす)

c) 立地に不適合な林分で改植を得策とするものや，被害林分で立木度が著しく不良となったもの

d) 林分配置の関係で伐採を必要とするもの

e) 大面積の林分をいくつかに分ける場合における離伐林分のごときもの

f) 一定の施業目的達成のために，なお成熟期に達しない林分で行なう伐採で，受光伐，予備伐のごと

きもの

g) 成熟株分，これは伐期に達したか伐期を超過したもの

h) 今後計画期間中および次期に成熟期に達する見込みのもの

これは 1910 年以降現在に至るまでほとんど変更されずにバイエノレン国有林で実施されてレるもので，

事情の異なるわが国の農家有林に適用するには多少の修正や追加を必要とする事項もあると思われるが，

このまま適用してもそれほど大きな不つごうはないものと考えられるc なおここにいう成熟期について

は，バイエノレ γでは 1910 年の規程では指率や収利率の関係，したがって土地純収穫説的な考えがかなり
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強くはし、っていたが，しだいに森林純収穫説的な方向に変わってきており，それとともに材積成長，形質

成長，価値成長といったものが同一齢級の林分でも林分ごとに著しく異なっていることが多いことからし

て，個別l林分の成長状況より成熟期を個々に判定すると L、う考え方が強くなってきている。そのさい，そ

の地方としての特殊事情を織り込んだ生産材の利用価値の大小を重要な判定要素としているのこのように

成熟期を収穫表などからではなく，個別林分の実態に貝IJ して，生産材の利用価値を指標として個別的にき

めていくとし、う考え方は，わが国の農家有林にも妥当するとみてよかろう。こう L 、う考え方からすると，

成熟期判定の出発点は，その地方における林産物市場の事情が織り込まれて成立している慣行伐採林齢な

いしは径級におかれ，それが対象林分の個別的な事情に応じて修正されたものをもって成熟期に達したか

どうかを判定することになろう。土地純収穫説がいうように，幸Ij率と指率とが一致する時期を金員収穫表

から算定して成熟期とするというような見方は，抽象論としてはともかく，現実にはあまり適当ではない

と思う。この点第 1 報では，土地純収穫説に近い形で伐採時期を考えたが，後述する間伐方法に対する考

え方とともに， これは訂正したいと考えている。

これまでのべてきたのは主伐に関係した事項であるが，間伐についても同様に林分ごとに検討しその順

位や量をきめる。これは主としてその林分の施業目的一一角材向き丸太生産をねらうか，板材向きをねら

うか， パノレフ・材向きをねらうかなどーーと林木のこみぐあいとの関連から必要度を判断してきめる。 た

だ，間伐率や方法を操作しうる範聞はかなり広いのが普通なので，造林技術的に少なくともこれだけは伐

るべきだというものがあれば，それを優先的に計画に組み入れるのはもちろんであるが，収入確保のため

に， あるいは山林の備蓄価値の充実のために， 造林技術的に最適と思われる間伐率を若干オーパーした

り，逆に下回ったりする間伐方法の採用を必要とする場合が，とくに農家有林では多くなるであろう。な

お第 1 報では，土地純収穫説を単木に適用して間伐率や間伐木の選定方法について論じたが，これは主伐

のところでのべたと同じような理由で適切ではなかったので訂正したい。

このようにして，個別林分の実態に即して求められた主伐と間伐の総量が，当初の目標量と食い違いを

みせる場合が実際には生ずるであろうが，このときは，農家経済との関連で可能な限り個別林分の積み上

げによるものを尊重して，当初の目標量を修正することが本筋であると考える。山林計画において全体計

阿一一一ここにし、う全体計画とは林木蓄積の量・とその構成，保続計画，場所的秩序づけなどをさす と，

個別計画一一個別林分の伐採，造林などの施業処置をさすーーのどちらを優先さすべきかについて，最近

西独の学界で論議されており， ABETZ によれば全体計画は操作しうる幅が狭いのに対して個別計画はその

幅が広いから全体計画が個別計画を支配するのが普通だろうとのべている。しかし ABETZ も別のところ

でのべているように，また IV-2 でもふれたように，小面積の農家有林では個別計画がむしろ支配的にな

ることが多くなろう。

Y-1-2 造林計画

造林計画は新植，補植，天然下種補整，保育等に分けられるが，皆伐作業の場合には新植が計画の中心

になる。新植の対象林分としては，既往の伐跡地または未立木地のうちの造林適地，計画期間中の伐採予

定地のうちの造林適地などがあけ'られる。これらのものは現況簿と伐採計画とから求められる。これを樹

種別に分け，さらに林転，再造林別にする。また，地ごしらえに特殊な考慮を必要とする場合，たとえば

ササの密生地で地ごしらえに多くの労力を要するとか，逆に地ごしらえの必要がない場合などは備考で明

記しておく。補植以下の作業についても同様に対象林分を選出して集計しておく。
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このようにして選出された造林の対象林分が，そのまま今期の造林計画に組み込みうるものかどうかを

検討することが造林計画の眼目となる。この計画のためには，造林の年次計画を樹種別作業別に作ってみ

て，造林のために必要な資金や労働量を求めてみる必更がある。このさいの年次計iilliは，伐採計画との関

連もあって確実なものは作り難いばかりでなく，それほど厳密なものでなくても検討の目的はだL 、Tこい果

fこしうるので，特別な事情がなければ，毎年ほぼ同じくらいの造林をすると仮定しても大過はなかろう。

こうして求められた造林のための所要資金主所要労働量のうち，まず所要労働量につレて，それが自家労

力で無理なくやれる範囲のものであるかどうかを，労働配分の調査結果と対比して月別に検討する。もし

その範囲をこえるものがあれば，超過分をまかなうために必要となる資金を推定する。それに苗木その他

の資材購入のための額を加えた所要資金総額と，まえに農家経済や伐採計画との関連で求められた造林に

向けうる資金のわくとの関係をみることになる。 所要資金が与えられたわくをこえなければ問題はない

が，わくをこえた場合はふたたひ.まえにもどって， わくをふくらましうるかどうかを， 伐採計画の再検

討，家計費その他現金支出部門の再検討を通じてたしかめる。 しかしそれらの再検討によってもまかない

えないことになったときは，造林計画の規模を縮少して調整をはからなければならないコこの調整にさい

しては，たとえば林転の面積を減らすとか，植付本数密度を減らすとか，枝打ちを次期に繰りこすとかと

いった方法が考えられるが，一般的な方針としては，保育作業の粗放化はなるべく避けて，主として新植

面積で調整をはかることが適当であろう。しかしこれにはもちろん例外もあり，例別林分ごとに造林保育

方法の再検討が先行すべきであろう。

なお，調整には上述した計画のわくからのもののほかに，山林の齢級配置の関係とか，自家用薪炭や営

農用資材の保続的供給の関係といった面からも考慮されなければならない。前者の関係は，大面積の山林

経営の場合ほどの重要さはなく，農家有林では二義的であるにしても，遠い将来にわたっての生活の安定

的向J二のためには，齢級配置があまりに一方に偏することは好ましくないc このへんの検討は，後述する

長期見とおしの作業の結果と合わせて反覆調整が必要となるかもしれない。これに対して後者の関係は，

所有山林が小面積になるほど重要さをましてくるのが普通である。たとえば，年間約 4 m' の商家用たき

ぎの保続的供給が必要であるとすれば，用材林からのたきぎの生産があまり期待できないときには，薪炭

林の伐期平均成長量が ha あたり 2"'-'3 帥8 とすると， 1. 5""'2 ha の薪炭林が必要となり，それが優先的に

考えられて，その残りが林転用にあてられることになるかもしれない。しかしこの場合には，農家の燃料

の消費構造の変化，薪炭林の施業改善による成長量の増大の可能性，用材林その他からの薪の供給可能性

などがどの程度考えられるかをみる必要がある。営農用資材の山林からの供給についても同じようなこと

がいえる。一般的にいって，これまでもそうであったが，これからも自家用薪炭林や落葉下草採取用林の

必要面積は減少の傾向をたどるものと思われる。しかしこれについては，これまでの農業のやり方がかな

り地力奪略的であったというようなことから，耕地の地力維持向上のために，深耕とか有機質肥料の増投

の方向に進む必要があるという見方もあり，それに畜産のウエイトが高まる傾向にあることなどを考え合

わせると，自家用薪炭林はともかくとして，落葉下草採取林の存在意義が場合によっては高まることも考

えられる。

V-2 長期見とおし

ここでは山林からの収入や山林の資産価値がどのような推移をたどっていくであろうかを大まかに推定

して，前述した短期計画の効果の判定に資するとともに，長期的観点よりする短期計画のチェックを行な
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い，さらに農家に山林経営の長期的な目標を具体的な形で示し， 111林の経営窓欲を高めることに役だてよ

うとするものである。

しばしばのべてきたように，生産期聞が数十年にわたる一般の林業生産においては，長期計画は山林の

経営計画lの本命にあたるものではあるが，計岡の悶子にあまりにも不確実なものが多くはいるため，本報

では詳細な内容を伴う計画の本体を短期計画に譲り，ガイディングポストにあたるものを作ることを意図

している。したがって具体的な作業としては，将来の推移を概観しうる範囲で，主要樹種の平均伐期にあ

たる期間を対象として，大まかなデッサンを試みるていどにとどめる。以下，皆伐作業によって施業され

ている場合を例にとってデッサンの仕方をのべてみよう。

このデッサンをするために必要となるおもなデータとしては，次のようなものがあげられる「

a) 現在ならびに短期計画終了後における樹種目1]，齢級別面積(および材積〉。

b) 樹種別伐期平均成長量η これは現在伐期に到達している林分よりえられたものを基礎とはするが，

それを一律に適用することなし今後，順次伐期に到達してし、く林分の地位や施業方法の変化などを考慮

して，実態に合うように修正していくの

c) 間伐適齢林分のヘクターノレあたり標準間伐量。

d) 経常的な家計維持のために必要な最少限度の伐採収入。

e) 予想される臨時支H\の額とその見込み時期。たとえば家族構成の変り目の時期など。

f)短期計画終了後なお残されてし、る樹種別林転適地面積ならびに残存を要する自家用薪炭や落葉，下

草などの保続的供給のための林分。

g)樹種別，主間伐別平均立木単価。この立木単価は現在のものが将来も変わらないものとして想定せ

ざるをえないであろう。もし，地利に大差があれば，地利別に定める。

これらのデータをもとにして見とおしを行なうが，不確実な事項が多いので，見とおしの作業にはいく

つかの前提条件をおかなければならなし、。そのおもなものとしては，

a) 材価や労賃など{而絡には変化がないものとする。

b) 111林面積は増減がないものとするη

c) 林産物の需要構造や育林技術に大きな変化はないものとするわ

d) 農業その他の部門にも大きな変化はないものとする。

これらの諸前提はいずれも現実からは離れているが，変化のていどを予測することができないのでやむ

をえなし、。

長期見とおしの本作業は，樹種別，齢級別面積の推移表の作成，分期ごとの樹種別伐採量および伐採収

入の推定，見とおし期間の期末における樹種別推定額と現在蓄積との対比の 3 つを根幹とし，必要があれ

ば分期ごとの樹種別造林面積とか，造林のために必要な資材，資金，労力投入量の概算表をつける。この

作業でとくに問題となるのは，齢級推移表作成の基礎となる分期ごとの伐採量をどのようにしてきめるか

ということであろう。このきめ方は，考え方としては短期計画におけるやり方に変わりはないが，これを

どう簡易化するかが問題である。短期計画においては，伐採量をきめるのに，農家全体として当面してい

る問題の対策から出発して，それと山林の実態との対比からきめていったが，長期見とおしの場合には，

農家のその時期々々に当面する問題は全く予測しえないので，この順序を逆にし，その時期に伐れる大き

さに達した林分の総量をまず求め，それを，齢級表から予想される次期以降の推移，ならびにまえにデ『
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タとして求めた経常的な家計維持のために必要な最少限度の伐採収入，予想される臨時支 H\ とその見込み

時期などを総合的に考慮して， そのうちのいくらをきったらよいかを賓定的にきめるということになろ

う。

第 1 報では，長期的な伐採計画の基本的な考え方として，

イ〕なるべく予想純収入の前似合計が最大になるようにする

ロ〉生活程度の漸増が可能となるように，連年保続的かつ漸増的に伐採収入があげられるようにする

ハ)イ〉と両立するかぎりにおいて，なるべくすみやかに法正な齢級配置に近づけるようにする

の 3 方針をあげ，この方針実現のために適当と思われる主伐の林齢範囲とか間伐の方法，生活程度の漸次

的向上のために望まれる伐採量‘の推移などを検討して伐採計画を立てた。こうした考え方なり計画の立て

方は，特別な事情がなければだいたいそのまま踏襲できるであろう。特別な事情とは，山林面積がこのよ

うな基本的な考え方を適用するにはあまりに小面積で，資産としての機能を果たすことがおもな目的とな

っている場合とか，家族構成の大きな変化が対象期間中のある時期に生ずることが予期される場合などを

いう。前者の場合には長期見とおしを立てることの意義が少ないうえに，立案自体に無理があり，むしろ

長期見とおしの作業を断念した方がよいかもしれない。後者の場合には，その事情を織り込むことによっ

て処置すればよし、。

第 1 報では分期ごとの伐採量を求めるのに樹種別，齢級別面積材積の推移表を作ったが，長期見とおし

の性格からして，面倒な計算を必要とする齢級別の材積を省略してその代わりに，主伐では伐期平均成長

量を，間伐では標準的な齢級別の単位面積あたりの間伐量を基準として求める程度でよいと思う。

こうして分期ごとに求められた樹種別主間伐別材積に，それぞれの立木単価を乗じて分期ごとの伐採収

入の推移表が作られる。見とおし期間の期末における樹種別蓄積は，伐期平均成長量，現在の樹種別齢級

別単位面積あたりの材積，地方収穫表に示されている成長径路などを参考にして推定できょう。

造林については，次期以降においても林転などによる拡大造林の継続がかなり見込まれる場合にのみ，

分期ごとの樹種別造林面積，所要資金や労力の概数を推定する程度で差し支えなかろうっこれについても

第 1 報でのべていることを大幅に修正する必要はないと思う。要するに長期見とおしは，それによって長

期にわたる経営の実行を規制しようとするのではなく，現在とろうとする経営活動ないしは短期計画をよ

り合理的にすることにおもなねらいがあるのであるから，細部にこだわらずに大局的なすう勢をおさえれ

ばよいわけである。

刊 応用上の若干の問題

農家が営む山林の経営計画の立案方法についてーとおりのべてきたが，この立案方法にもまたいくつか

の問題点が残されている。ここではそのうち応用上の問題点についてふれておこう。

その第 1 点としては，いうまでもないことだが，立案方法はけっして単一ではないということである。

対象となる私有林経営のタイプが大きく異なってくれば，それに応じて立案の具体的な方法が変わってく

ることは当然であるし立案の前提となる実態調査のための時間的余裕がどれくらいあるかによっても，

また，農林業の経営内容に対する技術的判断能力がどの程度かによっても変わってこよう。さらに，山林

所有者自身が計画に何を期待するかによっても変わってくるであろう。 , 
これらの立案方法を動かす条件は，立案の客体側の条件であるが，そうした客体側の条件には変わりが
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なくても，立案方法自体がかなり主観的なものであり，どの方法が最適であるかの判断は，結局は個人的

なものとならざるをえないc そのようなことからすると，本報で提案した立案方法も，立案のための条件

がかなり良く整備されているという一つの特別な場合における主観的な立案方法の一例というべきもので

あって，この方法そのままの形では，そこにどれだけの普遍性を主張しうるかについて，提案者自身少な

からず疑問をもっている。

それならば，なにゆえにこうした提案をしたのかが同われることになろうが，これについては，立案方

法自体に内包される個人的判断の差異というどうにも処置しえない問題は残るにしても，立案の客体側の

条件の差からくるものに対しては， IIでのぺたような立案の基本線をあまり変えることなしに， m以降に

のぺた何々の調査事項や短期計画の内谷を条件の差異に対応して弾力的に処置すれば，一応目的を果たし

うることが少なくないように思う。また，このことを逆にいうと，ここに提案した方法を固定的なものと

して扱わずに，条件の差に応じて適宜変更して適用しなければならないものであることを示すー立案方法

の形式ではなく考え方を活用してもらいたいというのが提案の主旨であるの

第 2 点としては，立案方法の簡易化の問題があげられる。本報で提案した方法自体も，研究的な立場か

らの高度な計画の立案方法を意図したものではなく，私有林の経営計画をめぐる諸条件を考慮して，現状

において応用可能な立案方法を提示しようとしたものではあるが，おそらく，この程度のものでも複雑に

すぎると Lヴ場合は少なくないであろうれその場合，どこをどのように簡易化したらよいかは応用上最も

問題とされるところであろうが，これにはいくつかの対策が考えられる。 1 つには，山林部門以外はとく

に調査を行なわずに，山林部門の計画に大きな関係、がありそうな農家全体の問題を直接所有者に提示して

もらい，その対策を所有者と検討し合いながら計画の方針やわくを共同できめていくということが考えら

れる。 2 つには，山林の実測を行なわずに森林計画の現況簿や施業図をもとにして，それを踏査によって

修正して使うことが考えられる。しかし，このときには数字がかなり不正確になるので，それをもとにし

ての計画は，実行がそれに準拠できるものとはなりえない。したがってこの場合は，伐採や造林行為の優

先順位を林分を単位にして示す程度にとどめ，無理に計画の体裁を整えることは，計画に対する信頼を失

わせるといった逆効果も予想されるので避けるべきであろう。 このように， 1]1林の実測が不可能であれ

ば，本来の計画からは遠ざかったものとなり，計画とし、うよりも方針といった方が適切となってきて，形

は大分違ったものにはなるだろうが，そのさいの考え方そのものにはそれほど大きな変更を必要とするこ

とはなレであろう。

3 つには，山林部門の全体計画を放棄して部分計画とすることが考えられる。もともと全体計画といっ

ても農家経済全体からみれば部分計画にすぎないのであるが，ここでし、う部分計画は，山林部門における

特定の問題または部分，たとえば，皆伐林の一部を択伐林に切り替えるべきかどうか，その切り替え方を

どうするか，シイタケの栽培をとり入れるかどうか，造林の規模や方法をどうするか，製炭資材の供給不

足をどうするかとかいった，その経営が当面している山林部門の部分的ではあるが重要な問題に集中して

対策を検討した結果作られた処方せんを部分計画というわけである。この部分計画を作るには，その問題

が農家経済あるいは経営のわくの中で解決されるものである以 L 全体計画的な考慮が払われなければな

らないのはいうまでもなし、。しかし，部分計画を立てることが調査やとりまとめの簡易化のために全体計

画に代替するものとしてなされるとすれば， 部分計画の対象となる問題と農家経済あるいは経営全体と

の関連をどのようにしておさえるかということがでてくるo これには一応 2 つのいき方が考えられる。 1
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つは，前述した立案の簡易化のための第 1 の方法と同じ手法を用いるいき方，すなわち，部分計画立案の

前提として必要となる関連事項を所有者との話し合いによって求めるといういき方であるつ他は，いくと

お Hりかの部分計画を作って所有者に提示するいき方である。これと似たようなことを I 項でも論じた。そ

のさいは前者のいき方に賛成した。 しかし，この場合にはむしろ後者のいき方に賛成したい。 というの

は，たんに話合いによってのみ関連事項をおさえることには少なからず無理があり，それだけ計画が不備

となるおそれが大きいのみならず，一方，全体計画の場合とは異なって，計画をいく主おりか作ることの

手数が少なくてすむからである。

応用上の問題はこのほかにもいろいろ考えられるが，いずれにせよ，提案した立案方法の形式にはとら

われることなしに，その場合々々に応じた無理のない方法をとることが肝要であることを繰り返しのべて

おきたい。

1置むすび

本報と第 1 報とを対比しながら読むと，考え方のへだたりがあまりに大きいのに驚かれるに違いない。

4年間の間隔があったとはいえ，どうしてこんなにまで考えが変わったのか。これにはVIでも多少ふれた

ように，同じく農家有林の経営を対象としながら，部分的な修正案をIt\すよりも思し、切った変化を与えて

みた方が，考え方を提示するうえではかえって役だっ面が大きいのではないか，すなわち，応)目するとき

にも考え方に大きな帽をもつことが，パラェティーに富む農家有林の経営によりよく対処できることにな

りはしないかといった事情もあった。しかし，これはどちらかというと消極的な理由であって，積極的な

理由としては，最近発表された農家林業に関する諸研究とともに， ドイツの森林経理学関係において近年

発表された DIETERICH， ABETZ, LEMMEL, W.  MANTEL の諸氏の文献による影響をあげるべきであろう。

第 1 報の序説では，農家有林の経営計画を考えるには，森林経理学ではどうにもならない面があまりに

も多く，どうしても新しい見地から基礎を築きあげなければならないように思うとのベた。しかしそこ

でし、っていた森林経理学は，当時までにわが国に紹介されていた範囲でのものであって， ドイツにおける

その後の展開を見落していた。その展開とは，一言でいうと，文字どおりドロくさし、方向への展開であると

いえよう。そこには， WAGNER や ENDRESS が指いた抽象的な理論構成の美しさはほとんどみられない。

19 世紀の後半から今世紀のはじめにかけてドイツの林学会をリードした土地純収穫説に代わって， 合立

地的技術の尊重，所有者の全体経済との関連の重視，長期動態的思考態度などが経営案編成の基本理念と

なっている。これらの基本理念はいずれも本報に強く入り込んでいる υ

だが，こうした考えを織りこんだ本報は，同時に新しい問題をもつことになった。それは，立案の過程

の多くの局面における主観的な判断のクローズアップである。合立地的技術の尊重についても，生産函数

約なデータはほとんど与えられていないので，客観的な判断が困難であるが，それ以上に，長期動態的な

面において客観的ないしは科学的になしうることは現状では非常に少ない。このことは，同じ農家有林を

対象として，本報でのべたような手/1原で計画を作ったとしても，立案者によって計画が大きく変化する可

能性があることを意味する。このことは，昨年3 月に開かれた経営専問技術員の現地協議会において，だ

いたい本報で提案したような方法にしたがって，同じモデノレについて 3 つの班が計画を作ったさいにも認

めら、れた。こうしたことからすると，この立案方法はだれがやっても向じような結果がえられる，いわゆ

る応用技術の段階にまでは至っていないで，まだ多分に技能的な色彩が濃厚であるといわなければならな

い。 これに対して， 第 1 報でのベた立案方法や国有林の経営規程などは， それによって作られる計画の
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よしあしは別として，個人差は比較的少ないものであり，一応形の上では応用技術の段階のものであった

といえよう。ただ第 1 報についていえば，基礎が十分固まらないうちに建築を急ぎすぎたきらいがあり，

そのため I でのべたような問題点を残すことになった。その問題点を考慮して，農家の生活や山林の実態

に即して，経済的にも技術的にも地に着いた計画を作ろうとすればするほど，個人的な技能にたよらざる

をえない面が強くはいり込んでくるというジレンマにおちいる。このジレンマから抜け出ることがこれか

らの研究課題である。

この残された研究課題の解決は容易なことではないと思われるが，しかしその見とおしは必ずしも暗

いものではない。というのはその解決にあたって大きな役割を果たすことのできる農家林業の経済的研究

が，当部の紙野技官を中心とする「農家林業研究グノレープ」によって推進されつつあり，おそらくは，そ

の研究の進展に伴って，主観的な判断に依存する面が漸次客観的に処理できるようになっていくであろう

からである。また他方，限界分析とか線型計画的手法では有効な解決が得られなかった分析手段に関する

テクニックも，最近急速な発展を見つつあるので，この面での障害もしだいに克服されていくように忠わ

れる。

事例篇

本腐のねらいは基礎篇における説明の不備を補うことにもあるが，主たるものは応Jll上の使主に資する

ためである。基礎篇の1vでものペたように，応用上特に問題となるのは，繁雑にすぎないようなものでな

ければならないということなので，要点を落さない範囲でつとめて簡易化をはかった。そのため，基礎篇

であげている調査や検討事項のうちでも，ここで対象としてとりあげた農家においては重要ではないと判

断したものは省略してレる。しかしその反面，基礎篇では問題が個別的あるいは技術的であるということ

で，立ち入った説明をしなかった事項に対して，やや詳しい説明を加えたところもある。

I 実態

1-1 地域の特色

赤城山の西北方で，沼田市の東方約 6 キロのところにある。部落の海抜高は 450"'600 m で里山地，Jifで

ある。

普からの養蚕地帯であるが水聞もかなりあり，養蚕・稲作農家が多い。コンニヤクも一部の農家の重要

な現金収入源となっている。乳牛とか動力耕転機といったものはほとんどはいっていない。下り坂の養蚕

をどうするかが大きな問題となっている。

山林は大部分がコナラを主とした薪炭林で，スギは赤城の火山灰の影響が少ない西向および北向斜面の

一部にみられるていどであるO 薪炭林の尾根から中腹にかけて天然生のアカマツがかなりある。製材業の

盛んな沼田市に近いうえに搬出の使に恵まれている。

1-2 対象農家の実態

1 -2-1 概要

耕地も山林も部落としては大きい方で，養蚕・稲作農家であるが，近年はコ γニヤタや鶏もいれて多角

経営をやっている。

山林は実測で約 7 ヘクターノレ(台帳では 4 町歩余〉ほどであるが，その林相は部落のなかでは最も良い



私有林経営計画に関する研究 (第 2 報) (大内・小菅〉 -133ー

方に属する。これは山への関心が高いのに加えて，農業の経営規模が大きいので，これまでは山林収入の

依存度が少なく，山林の資産内容の充実をめざしての努力が支障なくつづけられた結果である。

しかしこの農家は，主要現金収入部門である養蚕とコンニヤクの不振に加えて，いま，家族構成の大き

な変化に直面して，農林業ともに転換期に立っている。

1-2-2 経営規模

経営土地 7.K 

地耕

田|畑
ha ha 

0.6 1 1.2 

注: 1. ~Li林の台帳面積は 4 町 3 反ある。

2. ほかに貸付畑地が約 0.8 ha ある c
3. 耕地は家の近くにあってだし、たい平坦。

4. IJI林は 25 の団地からなるが，家から1. 5 キロ以内にある。

山林 l ム→L
(実測) n ~I 

7う|
na 

9.2 

自家労力:家族 8 人中 6 人が農林業労働に従事しているが，その能力換算値は 4.6 人で，なお，今後数

年間に半分近くに減る見込みである。

家畜:役牛 1 以，制羊 3 頭，鶏 30 羽。

動力農機具:現在はとくにあげるほどのものはないが，動力耕転機の導入が検討されつつある。

1-2-3 農業部門

1)作目別作付面積， 2) 農産物別粗収益， 3) 農産物別販売収入

第 l 区1

4) 主要農業部門の性格と動向

上図より養蚕，稲作，コンニヤクの 3 部門がこの農家の家討を支えていることがわかる。この 3 部門の

第 21ぎ| 第 3 区l

うち稲作にはほとんど問題はないが，現金収入の大半を占めている養蚕とコンニヤクとでは，収入の安定

性や将来性に大きな問題がある。養蚕は下り坂であり，コンニヤクは価格変動が激しいυ32 年と 33 年の

収入を比べてみると両部門で約 15 万円の減少となっている。また，両部門とも労働を多く要するが，後

述するように本農家では自家労力の急激な減少があり，両部門は内外ともに難関に当面しているQ

I-2.-4 家族構成

15才以下 16"" 19 20~49 50~59 計6O~69 

男 1
女 1 1 

計 2 I ①川
注 :0は農林業労働に従事するもの，
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家族 8 人中 6 人が農休業労働に従事しており，その能力換算値は 4.6 人で自家労力はかなり多い。とこ

ろが調査後間もなく一家の中心である 46 才の当主がなくなり，さらに林業経営の主要な担当者であるそ

の父もすでに 70 才に近い老齢であること，結婚適齢期の娘が 2 人いることなどにより，働き手が急減し

人
印
判

60 

40 

て人数で 6 人から 4 人， 能力換算で 4.6 人から

昌枝打労働 I 1 ・ 9-2.8 人r減少しつつある。 この農家が当面皿皿植付労働 I .l.;;r-c..o /'-,.._ 

[一二]庭傭労働 J している家族構成のこのような変化は，直接農林
，、(木田川

業の経営に労働を通じて大きな影響を与えるだけ

でなく，結婚費用をはじめとする多額の臨時支出

を要することになる。

1 -2-5 労働配分

自家労働の延日数 1 ， 177 日 98% 

雇用労働 F 

総労働延日数

19 日 2%

1 ， 196 日

標準労働 IJ 数を超過する月 5,6,7.10.11 

標準労働日数を下回わる月 1. 2, 3, 4. 8. 9. 12 

林業労働と農業労働とが競合する月と競合する作業

5 
7 

競合

林業労働 | 

植付け|
下刈り|

する作業

農業労働

回おこし畑除草，養蚕
養蚕，田畑除草，消毒

競合する月

凡1!I1

闇宅lITï石.'.1暗記号
巴コ田 11.n.m.争報
E田畑 I tλ ギ

cコ林班界 I t マ ツ
~〆小班界 I ，ザツ

14 欄番号|に18~(~;l!1'S: 

縮尺古前

JApo-

第 5 図林相図
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以上の労働配分に関する調査結果は昭和 32 年のものであるが，前述したように，その後自家労力が急

減しつつあるので本計画の対象期間においては，このままの労働投下をつづけるとすれば 12"""'4 月を除く

ほとんどの月が自家労働の標準供給線をこえることになる。

1-3  山林部門の実態

個々の林分の実態は付属資料にゆずり，ここでは総括したもののみをかかげる。

1-3-1 山林の現況

函積

7.4 ha 

第 6 図
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第 9 凶樹種別林分別材積
E 

竺どと~一
注:アカマツはザツ林の上木とし

1∞ト 11ω て混交しているので，林分別に

示すことができないから，ここ
。

には参考としてこの地方に適用林齢 10 年 15 20 お 30 35 40 
できるとみとめられる収穫表の射の
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部落全景 :T家の山林の大部分は右手の低山に分一布

n 、: 25 年生スギ林 2に:ケヤキとサクラの生立状況

15ろ:ザツ林におけるアカマツの混交状況

第 10 凶

用材林の 96% はスギの造林地で，スギ林 1 ha あたりの伐期平均成長量は 5.5-11 隅九 平均7 m3 で

あって，一部にかなり良いところもあるが全般的には火山灰の影響もあってあまり良い方ではない。薪炭

林の中腹以上には天然生のアカマツの中，大径木が上木の形で混交しているところが多い。アカマツの成

長状況は中または中以上で樹形も比較的良好である。 薪炭林の主要樹種はコナラで， 1 ha あたりの平均

成長量は 2-4m3， 平均 3.6 m3 である。
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樹種別齢級別面積，蓄積

スギ

面積 蓄積

第11図 第12図

n: :このほかに薪炭林に混交する直径 14-26 cm のものが 30 m' ある。

ザツ

面積

第13~1 第14図

アカマツ，ケヤキ等

これらは薪炭林の上木として天然生のものが混交成立しているので齢級表示ができない。

今後 5年間に伐採可能な材積

ス ギ:主伐 65 m九間伐 20 隅ヘ言t- 85 m' 

アカマツ: 137 隅8

ザッ: 84 m' 

ケヤキ: 17 m' (直径 40 cm 以上〉

薪炭林中の造林適地面積

スギ: 0.58 ha 

アカマツ: 2.84 仰 天然更新可能地が半分近くある

カラマツ: 0.31 ha 

計 3.73 ha 

造林地中の要保育面積

下刈り ツノレ切り，除伐 枝打ち

スギ 0.94 ha 0.24 ha 0.98 ha 

その他

-137ー
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となり，一応数字の上では 5 年聞に 100 万円の伐採は不可能ではないことになる。

一方，資産に喰いこむことなしに伐れる量をみるために成長量を評価してみると，

ス ギ 17.8 m' 8.5 万円

アカマツ 4.2// 1.5 // 

ケヤキ 0.6// 1.0 // 

ザ ツ 16.7// 1.8 // 

計ー 12.3 // 

5 年分 61.5 // 

となり，この程度ならば山林の方からはまず問題はない。したがって選択は 100 万円をとるか. 62 万円

をとるか，またはその間をとるか，いいかえれば今後 5 年間現在の生活程度を維持するか，将来のために

年額にして約 8 万門家計費を切り下げるか，または 4 万円くらいの切り下げでいくのかの問題となる 3

これをきめるために. 100 万円分を伐った場合と. 62 万円を伐った場合とで. 5年後の伐採可能量が

それぞれいくらになるかを推算してみると，

100 万円を伐った場合 50"'60 万円

62 万円 F 95"'105// 

となって， いずれも現在よりはかなり減少する。 特に前者では現在の 1/3 程度に激減することになるの

で，農家経済の安定が失われるおそれがでてくるし，また所有者としても. ~llに強い愛着をもって多年に

わたり営々として築きあげた林の良いところの大半を一挙に伐ってしまうことは，情においても忍びがた

いところでもあろうから，さけるべきであろう。一方 62 万門家は，生活程度の大幅な切り下げを伴うの

で，家族に大きな苦痛を与えることになり，結局，両者の中間の，

ス ギ 70 例3 28 万円

アカマツ 68// 30 // 

ケヤキ 11 // 15 // 

ザツ 84// 9 // 

計 82 // 

あたりが妥当なところと思われる。

l[-2 山林の施業技術面における検討

山林部門の計画を立てるうえで，当面，技術的にまず問題となるのは. 1 -3-1 にかかげたように， こ

れからの主要造林樹種が地位の関係でアカマツとなるので，アカマツの造林方法をどうするかということ

であろう η 本農家の山林もそうであるが，従来この地方ではアカマツの人工造林はほんど行なわれていな

いばかりでなく，天然更新に対する地表かき起こしなどの補整作業も実施されていない。このことは，こ

れまでの林転の主体がスギの造林におかれていたことによるものと思われるが，スギの造林適地がほぼ造

林しつくされたとみられる現在，残された林地の生産力を高めるには適木であるアカマツの造成に積極的

な手を打つ必要があることはいうまでもないの

当地方で考えられるアカマツ林の作業法としては，従来のような天然生のアカマツを上木とする中林作

業のほかに，植栽，天然下種または人工下種による皆伐作業がある。中林作業は農家有林の作業法として

いろいろな利点があり，場合によっては最善の方法となりうる可能性をもつものではあるが，いまのとこ
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ろまだ合理的な扱L 、方について不明の点が多く，在来の粗放なやり)]では生産力が低くなりがちであるこ

とからして，さしあたりは皆伐作業を主体にした方が無難であると思われる。ところで皆伐作業をとると

した場合，植栽，天然下種，人工下種のいずれがよいかは，それぞれ一長一短があるので優劣をきめがた

いの成林の確実さの点では植栽がよいが，費用や形質のJえでは天然下種がよい場合が多い。人工下種は形

質の点では天然下種と同じとしても費丹]特に労働投入量では植栽の場合よりも多くなるおそれがあるし，

確実さの点でも実行の経験のない当地方としては多少の不安がある。したがって現状では，母樹の分布そ

の他の関係で天然下種による成林の見込みが少ないところは植栽を予定し，地表のかき起こしや稚樹に対

する手入刈りを行なうことによって成林が確実と思われるところは天然下種を予定することが適当なよう

に思われる。なお，天然下種促進のための方法としては，地表の簡単なかき起こしとならんで，母樹とな

る形質良好な保伐木を 10 アーノレあたり 2"""'3 本残すことが，場所によっては有効であると思う。この場

合，保残木の位置は天然下種がしにくい中腹以下に多くした方がよいであろう。 1-3-1 でのぺたように，

アカマツ適地 2.84 ha のうちの約半分は天然下種による更新が可能であると判断されるが， 成林の確実

を期するために，計画としては植栽を 2/3，天然下種を 1/3 見込むことが適当であろう。この植栽では，

天然下種の促進一一誘導造林一ーをも意図しているわけである n

残されたスギの適地は 0.58 ha にすぎないが，その造林方法はこれまでのやり方であまり問題はないよ

うに忠弘ただ，地位が中以下のところが多いことと，本最家としては，比較的低い伐期で良質の小丸太

生産をねらうことが有利なように思われることからして， 植付密度をもっとふやして 10 アーノレあたり

400"-'500 本くらいにはしたし、ところである。 年間のスギの造林面積が少ないので，植付密度の増加のた

めに資金や労力の調達の面で支障をきたすことは考えられない。アカマツの場合は一層植付密度を高める

ことが望ましいが，しかし，年間の造林予定面積が大きいこと，自家労力が少ないこと，植栽地内にも天

然生の導入が見込まれる筒所が多いことなどの理由により 10 アールあたり 300"-'400 本という，アカマ

ツとしては比較的低い植付密度が適当であるように思う。

スギの幼壮齢林では，いままであまり実施されていない枝打ちをもっと多くやった方がよいかどうかと

いう問題があるη 杭材としても.板材にしても節の有無，多少によって製品価栴に大きな聞きがあり，ま

た，小面積のm材林所有者としては，多少労力は余計かかっても 111林の資産価値をなるべく高めることが

望ましいことになり，かつ，枝打ちの実施時期は農閑期なのに加えて，自家用薪として利用できるという

利点もあるので，もっと集約な枝打ちを実施することが望まれよう。

スギ林の施業で枝打ち以ーヒに問題になるのは間伐である。間伐適齢期のスギ林は約 1 ha で 5 団地に分

かれており，スギ林の主要部分を構成しているぞ従来とられてきた間伐方法は，枯死木やはなはだしい被

圧木をとり除くね度の弱度のもので，そのため林が混みすぎている筒所が散見される?したがって林木間

の過度の競争をとり除くとし、う意味からも，少なくとも本数で 15;?';，材積で 10.% くらいの間伐は必要で

あるとみられるのさらに，前項で、のべたように，本農家としては多額の臨時支11\を山林からの収入でまか

なわなければならない実情にあるので，その面からも間伐量を増す必要に迫られているn そうした技術面

と，経済面における 2 つの事情により，当地方の私有林としては比較的強度の，本数で 20% 前後，材積

で 153杉前後の間伐を見込むことが適当であるように思われる門

将来， スギ林の一部を択伐林に誘導することの可否は， 本農家のように山林の所有規模が比較的小さ

く，その山林が便利なところに位置しており.かつ，農業の主要部門の将来性に不安があることよりして
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山林から保統的に収入をうる必要性が増大しつつあるといった事情もあり，一応検討されるべき問題であ

るといえる。 もし可能ならばスギ林の一部を択伐林とすることが本農家としては有効であると思われる

が，問題は今が択伐林へ誘導するのに適当した時期であるかどうかにある。択伐林へ誘導する方法として

は，ほぽ伐期に達したtl:齢林に対して比較的強度のヒ層間伐を繰り返し樹冠の疎開したところに随時ス

ギ，ヒノキの大商を植え込んでいくことが考えられるが，そうすると皆伐作業に比べて，当面の伐採量が

減少する。ところが本農家では現在多額の臨時支!刊をスギやアカマツの伐採収入によってまかなわなけれ

ばならない事態に直面しているので，今期に択伐林への誘導を計画することは困難である。また択伐作業

では労力を多く要するが，自家労力が急減しつつある本農家としては，その聞でも無理があるc したがっ

て，次期以降においては択伐林への誘導が可能となるかもれないが，少なくとも今期の計画に織り込むこ

とは適切ではないと判断される。薪炭林の一部を択伐林に誘導することについても，ここしばらくは林転

主体の伐採がつづけられることになるので当分見送られることになろう。

特用樹では，本地方で古くから栽培されているキリをとり入れるかどうかとし、う問題がある。本地方で

のキリはキリ畑としても，スギとの混植の形でも植えられている。このうち後者は，本農家でも過去にお

いて試みたが，失敗に終わったということもあって栽培技術的にまだ多少の不安がある。これに対して前

者は下り坂のクワに代わるものとして検討の価値あるものではあるが，養蚕部門に対する方針がはっきり

していないので，まだ計画に組み込む時期ではないように思われる。

以上にのべたことより，本農家の所有山林の施業法を要約してみると，将来はスギ林や薪炭林の一部で

択伐作業が，アカマツ林の一部で中林作業が，クワ畑の一部でキリの栽培が実施されることになるかもし

れないが， ここしばらくは， スギ， アカマツの皆伐用材林作業法が推し進められていき， 約 10 年後に

は，スギ林，アカマツ林ともに約 3 ha ずっとなり，それに約 1 ha の自家用薪炭林が残されるといった

森林の構造についての一応の目標が考えられる。

目計 画

JI[ー 1 短期計画

JI[-1-1 伐採計画

11-1 で示された樹種別伐採目標量を達成するための伐採対象林分を，林相図と現況簿とから拾ってみ

ると次のようになる。

スギ

林分番号

計 0.16 47 

間伐材積 備 考

"包8 

跡地にスギ植付
9 間伐率 15% 
5 // 

3 // 

17 

主伐面積 主伐材積

〉
、
、
:

ぞ

L
L
U

7
4
1
a

内J
A
《J
L

ha 
0.16 

a m 
47 

ほかに薪炭林の上木として散立しているスギを 6 m3 伐る。
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林分番号 | 伐採材積
l 刑3 I 

271ま I 26 、

アカマツ

備 考

;見 | 13 11 左記の各林分で，薪炭林のヒ木として散立しているアカ
17は ';:; If "'7ツのうち，直径 30cm 以ヒのものを伐る
22ろ 8 ,J 

計 66

林分番号

171土
25し、

12\，、

計

ケヤキ

伐採材積

m3 

7 
4 

12 

ザ ツ

林分番号 伐採面積 伐採材積

ha 骨13
4 \，、 0.16 8 
18 \，、 0.04 4 
18ろ 0.12 8 
21 ろ 0.17 8 
22¥"1 0.42 18 
22し、宮 0.47 19 
22\，、 3 0.1 6 
271ま l 0.22 11 
12\，、 0.08 3 

言「 1.78 85 

ll[-1-2 造林計画

備考

l本，直径 78cm
2本. // 56. 58 cm 
l 本. // 52 c刑

造林適地面積

ha 
アカマツ 0.16 

// 0.04 
// 0.12 
// 0.17 
// 0.42 
H 0.47 

アカマツ 0.22 
ス ギ 0.04

スギ 0.04

伐採計画にあげた主伐林分および現在ある伐跡地中の造林適地面積が造林計画の対象となる。その内容

は次のとおりである。

ス ギ

区 分 面 積 林分番号

ha 
再 造 林転 0.16 7 ろ
林 0.54 21こ. 10\，、. 12\，、. 141，こ

計 0.70 

アカマツ

区 分 面 積 林分番号

ha 
植 種付 1.00 1jh 肌ろ. 21 ろ. 22い1.
天 然 下 0.65 し、 2. 271ま 1 ， 10\，、

計 1.65 
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ここで問題になるのは，

a. 労力や資金の関係で今期に無理なく植えられるのはどのぐらいか

b. 用材林の齢級配置の関係から望ましい今期の造林商積はどのぐらいか

C. 自家用薪材や落葉の給源として残存しておきたい薪炭林面積はどのぐらいか

d. アカマツ林の更新方法，スギ，アカマツ林の保育方法をどうするか、

などの諸点である。このうち b は，本例のように小面積の用材林しかなく，しかもそれがすでにかなり複

雑な齢級構造となっているので検討の必要はあまりないの C については，林転適地を全部林転したときに

残される薪炭林は， 5 年後になお 3 ha あり，これに対して本農家の必要とする自家用薪は年間 3.4 m' 

なので1. 5 ha あれば足り，また落葉はほとんど利用していないので当面問題はない。ただ，次期以降も

林転を継続していくと， 0.9 ha の薪炭林が残されるだけとなるが， この場合も，マツ林からの除伐木や

スギの校条が燃料として多く使えるので問題はないと思う。 d についてはl[ー 2 で検討したのしたがって

ここでは a だけを検討すればよい。そこで，前掲の造林対象地を 5 年間に合ー部造林するとしたときに必要

となる労働量を推定してみると，

造林所要労働量

l 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目

人 人 人 人 人
j由排え 10 10 10 10 10 
値付け 10 10 10 10 10 
手入れ 20 35 35 40 40 

計 40 55 55 60 60 

注 1) 手入れには既往造林地の分が含まれているn 現在手入れを要する 5 年生以下の造林地
が 0.74ha， 6~10 年生が 0.24 ha あるの

2) 毎年 0.55 ha の造林を行なうものとするη
3) 地祷えはおもにアカマツの天然下種促進のため。
4) 枝打ちは冬期間の作業となるので除外している。

これだけの労働量をいままでのように全部自家労力でまかなうことは，本農家が自家労力の急減に直面

していること，造林の仕事の大部分が農業労働と競合することによって， n家労働のかなりの強化が必要

となる。それゆえ，

ある程度の雇用労働を入れるか

自家労働を強化するか

林転の規模を縮少するか

の間の選択をしなければならないりところで本農家の労働配分の実態からみて，上記の労働量のうち自家

労力でそれほど無理なくやれる分は，地帯えおよび植付けの大部分 (12 月から 4 月までに行なえる分)，

下刈りの半分ぐらい (8 ， 9 月に行なえる分)あると見込まれるから，雇用労働でまかなわなければなら

ない分は，年間の所要量が最高となる年で約 30 人，金額にして約 12 ， 000 円 5 年間の総額では 48 ， 000

円となる。 22 ， 000 円の苗木代(スギ，アカマツおのおの 3 ， 000 本〉は造林補助金でまかなえるであろう

から，結局，造林計画の規模は 5 年聞に約 5 万円の造林費を投じうるかどうかにかかってくる。これにつ

いては，本農家の全体として収支予想の検討をしていないので断定はできないが，本農家の経済規模から

考えて，それほど無理な負担であるとはいえないように思う。したがって計画の規模としては，一応前記
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のものをそのまま採用することにしたい。

しかし，本農家が労力や資金の面で現在当面している事態はかなり深刻なので，実行にあたっては，あ

るいは無理なところがでてくるかもしれない。その場合，計画のどこを変更したらよいかは，事業実行の

過程において検討するのがI1頂序であろうが，一応考えられるのは，スギに比べて造林の採算において劣る

アカマツの造林とくに航付面積を縮少することであろう。この計画では，地表のかき起こしや刈払いによ

る天然下種更新が未経験であることもあって，アカマツ造林適地の大半に対して植付を予定したが，母樹

の分布から考えて，天然下種補整作業の経験を積めば，植付面積の縮少は技術的にもある程度可能である

ように思われるυ

TI[-2 長期見とおし

これまで，今後の 5年間の山仕事をどうもっていったらよいかを. ILI林や家の経済の実態にもとづレて

摘し、てきたが，繰り返しのべてきたように，今後の 5 年間はたまたま家族構成の変わり目にあったことに

加えて主要農業部門の不振に直面して，多額の臨時支出と自家労力の急減を山林の伐採収入によってカパ

ーしなければならなL 、関係七伐採量は大幅に増すとともに，林転の実行にはかなりの努力を要する計画

となった。こうした今期における伐採量の増加，林転の実行が将来どのような結果となるであろうかを大

まかに想定して，短期計画を再検討するとともに，その効果の判断に資することにしようっ

この想定のために， 現在の林相が 5 年ごとにどう変わっていくかを樹種別にみると次のようになるつ

( )は期間中の主伐面積を示す。なお薪炭林やアカマツ林については 5年ごとの林相表示を省略し，期

間ごとの主伐面積のみをかかげることにする。
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面積|ア引 163 I 59 I 46 I 33 I 30 I 37 I ~ 
アカマツ林

主伐面積

26~30 

年間
アーノレ

50 

36~40 備 考

55 |今後日向存する薪炭林山と山
アカマツの伐採が見込まれる

これらの試算にもとづいて今後の 40 年間における期間ごとの伐採量および伐採収入を推定してみると

次のようになる。



-146 ー 林業試験場研究報告第 121 号

期 ッ | 伐採収入 同年平均

m3 押13 旬7 3 骨7' 万円 万円
1"" 5 70 68 12 85 86 17 
6-10 60 40 80 52 10 
11""15 95 40 30 63 13 
16-20 105 25 51 10 
21角~25 140 16 67 13 
26-30 90 80 14 73 15 
31-35 130 105 18 101 20 
36""40 125 120 16 105 21 

注 1) スギの伐採齢は 33""45 年，伐期平均成長量は ha あたり 6"'-'7 m' の範関内で， 成

長予測の困難な幼齢林と今後の造林地の分は低自に見込んでいる。間伐は 1 "" 5 年間以
外は 10% くらいの間伐を 20""30 年生の間に 2 回見込んで、いる。

2) アカマツの伐採齢は 30 年以 L 伐期平均成長量は ha あたり 1 律に 5.5 m' を見込

んでいる。間伐は 20 年以降になると若干でてくるが，安全性を考慮して見込んでいな

L 、。なお，今後 15 年間における伐採量は薪炭林の上木のアカマツである。

3) 伐採木の隅3 あたりの立木価格は現在の価格を用いた。すなわちスギは，時期にょっ

て伐られる木の大きさに大差がないので一律に 4.600 円とし，アカマツは 30 c間以 1:.

の大・中筏木のみが伐られる 1""5 年間の 4.400 円を最高とし，小径木が多くなる 26

""30 年間の 3.500 円を最低とする範囲内で傑作したn

この想定によると，今期(1 "" 5 年間〉に増伐する関係で，次期以降は当分の間伐採収入が今期より減

少するが，それでも年額にして各期とも 10 万円を割ることはなく，いままでの実績よりもかなり高い額

が確保されることになるので，たとえ農業収入の不安定が避けられないにしても，生活の長期的な安定に

支障をきたすおそれはまずないと考えられる。 したがって， 今期の計雨量が過大であるとは思われない

が，しかし同時にいえることは，今期の計画量をこれ以土に増すと，将来の生活の安定がそこなわれる

かもしれないということであって，結局，今期の計画量は長期的な観点カミらしでも妥当なものであるとい

えよう。少なくとも，この長期見とおしの結果ーからは，計画量を修正する必要は認められない。なお，現

在ある幼齢林や今期に造林する分が主伐期にはいる 30 年後以降においては， 年額 20 万円の線で安定

し，それだけ生活水準の高まることが期待される。

造林については， 今期および次期以外に問題となる時期はないので， 長期見とおしの検討を省略した

が，この両期については長期的な観点からするとなお検討の余地があるη というのは，この計画では薪炭

林中の林転適地 3.7 ha の過半を今期に造林することにしているが，長期的にみて，自家労力や資金の面

でいろいろと問題の多い今期に，当家としては最大の規様である年平均約 0.5 ha の林種転換造林を予定

したことは，あまりに理想を追いすぎていはしないかという懸念があるからである。前述したように，今

期の造林計画は，その実行可能性について検討のうえで作ったものであり，けっして絵にかいたモチを示

したわけではないが， そうはいっても， 将来のために現在の生活をどこまで犠性にしうるかということ

は，人によってそれぞれ考え方が違ってくるであろうから，このような計画i方針が常に最善であるとはい

えない。 30 年後以降における収入はずっと減少しても，当面の経済的， 肉体的苦痛を少なくした方がよ

いと考える人も少なくないであろうっこの計画においてもそうしたことを考えないではなかったが，本農

家が過去においてもそうであったが，これからの山林経営についても熱意をもってすすもうとされている

ので，計画もそれに答えて，積極的な林相改善を主眼として作ったわけである。

なお参考までに，上述の伐採量や収入見とおしを行なった期間後，すなわち 40 年後における主要樹種

別の蓄積推定額を現在と比較してみると次のようになる。
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スギ アカマツ ケヤキ ヂツ

m' m3 I m3 制3

250 I 137 I 33 112 
340 I 306 I 35 14 

36%増 I 123%増 I 6%増 1 87'6減

一 147 ー

このように，ザツが激減する代わりに，アカマツが 2 倍余，スギが1.4 倍に増加し，伐採量としても，

現在価格で評側して年平均 20 万円の収入が保続的に見込まれることになる。もとより，こういう遠い将

米の予測値はきわめて不確実なものであり，これを強調して計ー闘の正当さを表付けようとするつもりはな

いが，当面の苦しいH寺期を乗り切る心のささえともなればと Lヴ意味でつけ加えたわけである。

Studies on the Manag'ement Plan of Private Forestry (The 2nd Report) 

The manag-ement plan of farm forestry (2) 

Akira ﾖUCHI and Hisashi KOSUGE 

(R駸um�) 

The purpose of this research: 

The most important purpose of the management of forest owned by a farmer is to 

obtain in a rational way the stabi1ity and the improvement of farmer's living standard. 

And the purpose of this research is to explain practically how to manage forestry as a part 

of individual farm economy. 

In order to achieve the purpose, we compi1ed the 1st Report four years ago, but since 

then, there have been a number of important developments in our studies, and new various 
problems have been presented from the viewpoint of our experience of extension service. 

For example, we have had a lack of technical considerations arising from the insufficient 

case study, and had placed much stress upon the long range program which involves unreliable 

factors economically and technically, and also and a lack of dynamic consideration in the case 

study. 

In this report, we study the management plan of farm forestry more logically and more 

practically based on the experience and consideration of the 1st Report. 

The out1ine of this report: 

This report is consisted of two parts; the one is the theoretical study and the other is 

the practical study. In the former, we reconsider the problems involved in the 1st Report, 
and arrange the fundamental ideas and methods for compi1ation of the management plan. 

In the latter, we take a fam forestry in Gunma Prefecture as an example and explain how 

to compile the management plan .practically. 

We state the fundamental ideas to formulate the management plan as follows. At first , 

we find various problems to direct the management in future and collect various data. Then, 
we decide the amount of necessary returns by cutting, the possible quantity of labor for 

reforestation and the possible sum of capital by the survey of farm ぽonomy ， and on the 

other hand, we can estimate the possible quantity of cutting, the required quantity of labor 
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for reforestation and the required sum of capital by the investigation of forestry. The 

management plan is to formulate to obtain the best balance between the required quantity 

and the possible quantity. 

We can not find direct1y the required quantity and the possible quantity by the result 

of the case study but usually we can find them after deliberate considerations. Because 

there should be solutions for the problems and such solution influ巴nces upon the required 

quantity and the possible quantity. Also we must determine the out1ine of the plan aimed 

at the adjustment of balance before formulating the practical plan. Thus, it may be said 

that the generalized determination for the consideration of problems and the arrangement of 

balance ar巴 necessary in order to connect the case study with the framing of the plan. 1n 

other words, from the viewpoint of the farm economy inc1uding the forestry, the goal and 
the frame of the plan is determined and from the standpoint of forestry management 

technique, the content of the technique adopted within the goal and the frame is to be 

determined. 

Then, we complete the formulation of the management plan by putting various manaｭ

gement activities of forestry in order in respect to time and space. The forest management 

plan is mainly composed of the work of cutting and planting, but as occasion demands, the 

plan can be revised from the viewpoint of land use, the supply and demand of capital and 

the uti1ization of labor. 

The plan is divided into two; the one for short-term and the other for long-term. The 

former deals with the plan for five years, and the latter one cutting period of main species. 
Undoubtedly, the significance of forestry production lies in the long period of production 

which can not be neglected in the forest management plan and the long term program is 

particularly stressed in the formulation. But in setting up the practical and long term plan 

of farm forestry, since there are a number of unstable factors such as the forecast of lumber 

price, the estimate of timber growth and the f1uctuation of farm economy, we can hardly 

compi1e the long-t巴rm plan with some certainJy. Accordingly, we set up a plan in detai1 for 

five years and roughly for long period. For the long-term, we design roughly the structure 

of forest management in future and its process to aim at the rational solution of the present 

problems. 

Some problems 011 applications: 

The formulatio11 of the management plan for farm forestry depends on the management 

type of private forestry , the length of time which we can spare for the formulation of the 

plan, and what a forest owner requires for it. Accordingly, although we tried in this report 

to eliminate some obstac1es which we found in the 1st Report, there are sti11 certain limits 

in the report for the methods described in this report without any revision. 1n application, 

some revisions according to the variability of conditions are unavoidable. 

1n such practical application, it is important to simplify the plan, and such simplification 

is to be considered in three ways;. to save the detai!ed investigation on farm crop, to apply 

the simple methods of survey, and to set up a solution for the imp�tant problem only in 

forestry which a farmer confronts. 

Anyway in our practical application, we should not apply the method formally but put 

the theory into practice. 
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字 l番号I(戸)1 土壌|樹種|出|懸!摂!?|建都l則幹時|会後吋
立野 7 スギ 3 昭和伐2採8 年に
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5tこ スギ 18110'"'-'18 2 一弱度の間伐施 材積で約10%
行 の間伐可能

6l 、 4 スギ適地 スギ 2 スギの成あ長は
良好でる

6ろ 3 カラマツ カラマ 5 
適地 ツ

611 47 スギ適地スギ 20 6'"'-'46 52 5 キリ混がの大植木部を30 ヒノキ， カラ 燃2枝6打育本間ち)伐 能(約本の 試マツ，サクラ
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字|酎I(戸)1 土壌|樹種|制覇|訣|??|理知|日銀2517吋
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マツ
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